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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は、１５人につき、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

（９：３０） 

 委 員 長  審議に入る前に、昨日の質問の回答等をさせていただきたいと思っております。 

 まず、田中委員と河内委員のタクシー券の利用の件、それから、金子委員の赤坂対

策費の件、それと河内委員からの電子自治体共同運営協議会の負担金について、この

３件について、それぞれ課長及び副町長から発言の申し出があっておりますので、こ

れを許可します。 

 まず、最初に、福祉課のほうからお願いします。 

福祉課長 

 福祉課長  まず、最初に、昨日の質問の件で、追加補足ということで、改めてご説明をいたし

ます。 

 まず、最初に、河内委員さんからのご質問でございます。 

 平成２３、２４年度に交付をいたしました地元商工会商品券を活用したタクシー券

は、商工会からその都度町が購入いたしまして、申請に基づき対象者に交付をしてお

ります。町の手元にタクシー券が残らないよう、３月の年度末において、申請実績に

基づき商品券を精算、購入しておりますので、町における未交付のタクシー券はござ

いません。以上でございます。 

 次に、田中委員さんからの、同じタクシー券のご質問でございます。金額等を示せ

ということでございましたので、平成２５年度のそったくタクシー券交付者数は１，

８１０人、金額にして９，０５０千円、このうち２月末での事業所への使用支払い実

績は５，２９２千円でございます。 

 それから、過去の、平成２３年度交付したタクシー券の関係でございます。 

 平成２３年度中の町の買い取り額は、４，９００千円です。この分の、昨年１２月

末での集計では、４，２３７，５００円の使用実績でございます。この時点で６６２

千円程度が未使用となっております。 

 さらに平成２４年度のタクシー券の関係でございます。 

 平成２４年度中の町の買い取り額は６，０６１千円です。昨年１２月末の集計では

４，０４３，５００円の使用実績となっております。この時点で２，０１８千円程度

が未使用でございますが、２４年度中の発行につきましては、使用期限が平成２６年

度末ということで、あと１年使用可能でございます。 

 とりわけ平成２３年度中に交付をいたしました商工会商品券を活用したタクシー

券は、使用期間が３年であり、今月末が使用期限ということになります。 

 今の利用実態から、未使用が発生する可能性がありますが、地域振興券と同じ趣旨

と、町としても捉えております。 

 交付を受けた高齢者の方が、何らかの理由で使用しなかった結果、未使用となる可

能性があります。この点については、使用の見直しを行い、今年度から実施をしてお

りますそったくタクシー券交付事業では使用実績払い方式に改めております。以上で

ございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  配布された高齢者の方で、未使用になっている方というのは、つかめないんでしょ

うか。 

 今月末が最終期限ということでしたら、せっかく差し上げた分は、やっぱり使って

いただかないと何もなりませんので、使ってない方をつかまれて、教えてあげるとい
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うことはできないでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  交付した方の使用実績をつかむというのがですね、かなり時間も要しますし、そう

いう実態を捉えるというのがですね、なかなか厳しいことでもあると思います。 

 先ほど申し上げましたように、地域振興券と同じ趣旨での交付ということで、町も

捉えておりますので、何らかの形で紛失等もあるかもしれませんけれども、そういっ

た実態でですね、そういったことで、調べるということもですね、ちょっと時間的に

も不可能ではないかなというふうに考えております。 

 委 員 長  副町長 

 副 町 長  昨日の金子委員の、農業土木に関する筑慈苑からの赤坂区への地元振興費の残金と

いうお尋ねでございました。 

 これにつきましてはですね、２６年度４月に繰り越された金額が１３，５８５，１

５３円となっております。 

 一応、年度末にですね、環境課のほうから、３月２７日に収支確認に行く予定でご

ざいます。一応４月の段階では、そのような金額であったというふうなことでござい

ます。以上です。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  財政課から、昨日の予算委員会の中で、河内委員から情報処理費の負担金の関係で

質問があっておりました。電子自治体への負担金の関係でございますが、平成２５年

度は３６８千円あったと。本年度は２００千円となっておると。１６８千円の減額で

あるということでございましたんですが、これについては、協議会等も確認をいたし

ました。平成２６年度から、この今回の予算説明欄にございます電子自治体共同利用

センター、こちらのほうの負担金の中に含めておるということでございまして、この

負担金の中身につきましては、遠隔地のデータバックアップをしてもらっております

けれども、その処理費用であるということで、２６年度は４千円増えまして、１７２

千円が含まれておるということでございました。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今後も、２７年度以降も共同利用センター負担金のほうに含まれていくということ

ですかね。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 そのようなことで進んでいくと思います。 

 委 員 長  それでは、建設課の予算説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  それでは、建設課の予算について説明をさせていただきます。 

 最初に、建設課の２６年度の方向性と重点項目について、説明をいたします。 

 平成２６年度建設課関連予算の総額は、一般会計当初予算概要資料の２７ページに

ありますように、総額３５４，４７４千円、前年度比６１，８０９千円、２１．１％

の増となっております。 

 前年度は骨格予算であり、建設改良費などの計上を見送ったことが、主な理由でご

ざいます。 

 ２６年度の基本方針は、適正な維持管理による道路、橋梁などの長寿命化、事業の

計画的な発注、適切な施工管理により品質の高い施設の建設を図ることとしておりま

す。 

 重点項目としましては、橋梁及び舗装の修繕工事による長寿命化、合併特例債を活

用した道路新設改良などでございます。 
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 なお、平成１９年度から始めました南北線道路改良事業は、２６年度で完了いたし

ます。 

 それでは、内容について説明いたします。 

 なお、人件費等の義務的経費は省略し、主なものについてのみ説明させていただき

ます。 

 予算書の７６ページでございます。 

 上段の５款の２項３目林道費５５０千円、前年度比４０千円の増でございます。 

 １５節の工事請負費は、林道補修工事を見込んで計上をしております。 

 ７７ページでございます。中段です。 

 ７款１項１目土木総務費８１，０９０千円、前年度比１，５６８千円の減です。 

 １節の報酬８，８８０千円は、嘱託職員４名分の報酬でございます。 

 ７８ページでございます。 

 １３節委託料４，６５２千円、２５年度実績に基づきまして、８４８千円減額して

おります。 

 主なものは、寄附、採納に伴う分筆測量委託料３，０００千円でございます。 

 １４節使用料及び賃借料２，５９７千円、公用車、設計積算システムの借上げ料な

どでございます。 

 １８節備品購入費４２６千円は、道路台帳システムのパソコンが老朽化しておりま

して、更新をするものでございます。 

 ２項１目道路橋梁費１１４，５００千円、前年度比１０３，２５５千円の増。 

 主な理由としましては、前年度予算が骨格予算であったことと、新規事業の橋梁長

寿命化事業によるものでございます。 

 １３節委託料３２，５００千円、間片橋の補修設計と道路法面、施設の点検業務委

託費、及び道路台帳の更新業務委託料でございます。 

 １５節工事請負費５７，０００千円、玉虫橋の補修工事と久光・当所線の舗装補修

工事でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金２５，０００千円、県の曽根田川河川改修工事に伴い

ます薬師前橋架け替え工事に伴う町の負担金でございます。町の負担率は５０％で

す。 

 ２目道路維持費５５，２３０千円、前年度比８，０５４千円の増です。 

 １３節委託料２，４２７千円でございまして、主なものはシルバー人材センターへ

の道路維持管理委託料でございます。 

 １５節工事請負費５０，０００千円、現在、各区からの要望が約２００件ほど残っ

ておりまして、年々増加傾向でございます。尐しでも解消を図るために、前年度より

７，０００千円増額いたしております。 

 ３目道路新設改良費６４，４００千円、前年度比５８，８００千円の増でございま

す。前年度は骨格予算であったためでございます。 

 １３節委託料１４，０００千円、篠隈・安野・四三嶋線、他３路線の測量設計費で

す。 

 １５節工事請負費４７，９００千円、野町・花立線、他２路線の道路整備でござい

ます。総延長は３３０ｍでございます。 

 １７節公有財産購入費１，５００千円、熊ケ山の国道３８６号線から仙道古墳公園

の仙道・塚本線の用地拡幅のための用地費でございます。 

 ２２節補償及び補填及び賠償金１，０００千円、工事に伴う電柱移転費を見込んで

おります。 

 ４目国交省交付金事業費２５，４００千円、前年度比４０，６００千円の減です。 

 下髙場から大久保間の南北線改良工事の事業進捗による減でございます。 
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２５年度までに車道部は全線完成をいたします。２６年度に歩道設置と付帯工事を

行い、この事業は完了いたします。 

 ３項１目河川総務費４，２５５千円、前年度比４千円の増、主に１９節の負担金補

助及び交付金で、河川を守る会への補助金でございます。 

 ８０ページでございます。 

 ２目河川維持管理費７，１３８千円、前年度比３，９９６千円の増です。 

 浚渫箇所の増により、１５節工事請負費を前年度より４，０００千円増額し、７，

０００千円としております。 

 飛びまして、１１５ページをお願いします。中段でございます。 

 １０款１項農林水産業施設災害復旧費及び２項公共土木施設災害復旧費は応急工

事費のみを計上しているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  ７９ページの、今の説明の中に、７款２項２目、１５節ですね。 

 各区からの要望がかなり増えておるということで、説明されてありますけれども、

大体どれぐらいの年間ですね、要望が上がってきて、工事ができてないのがどれぐら

い残っていっているものかですね。その辺りの推移をお尋ねいたします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 各年度の推移は資料を持って来ておりませんが、この５年間平均で、毎件約９０件

程度出ております。予算の関係上対応できるのが、平均的に５０件前後でございまし

て、先ほど申し上げましたように、現在、約２００件程度要望箇所の未処理が残って

おります。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  予算書の７９ページです。 

 ７款土木費、１目河川総務費の中の１９節負担金補助及び交付金、２番目のですね、

砂防協会負担金、４０千円増になっておりますが、理由を教えてください。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 砂防協会の負担金につきましては、河川協会の負担金につきましては、県の事業の、

前年度の事業に対しまして、町の協会負担金が決まっております。２５年度の前年並

みの予算を計上しておりましたけれども、２５年度は２９０千円という形で請求がま

いりました。２６年度は今年度の事業によって決定するわけでございますけれども、

まだ見込みがつきませんので、前年度並みで計上させていただいております。 

 たぶん２５年度はかなり砂防事業がされましたので、増額が見込まれるんではない

かと思っております。以上でございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、建設課を終わります。 

 それでは、都市計画課の説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  都市計画課でございます。 

 まず、都市計画課の予算編成の基本方針について、ご説明を申し上げます。 

 都市計画係事業においては、町民が集い、安全で安心な都市公園づくりに努めるこ

と。 

 町営住宅係事業については、住宅ストック活用計画に基づき、維持管理、改善、建
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て替えを、計画的かつ効率的に行うことの２点に心がけております。 

 次に、２６年度予算編成における重点項目は、次の３点でございます。 

 まず、第１点に、南海トラフ地震発生が危惧されるなか、民間住宅についても耐震

化に向けた取り組みが求められており、国、県の補助を活用し、住宅の耐震改修に要

する費用の一部を助成する耐震改修促進事業を新規事業として計上いたしておりま

す。 

 第２に、多目的運動公園整備事業です。平成２５年度には実施設計を策定し、総事

業費も基本設計時の１１億円から、実施設計時で１８億円と７億円の増額についても

ご承認をいただきました。 

 当然、造成工事から施設工事へと段階を経て施工が必要ですけれども、町民の皆様

に愛され、安心して利用していただける公園づくりに努めてまいります。 

 最後に町営住宅の建て替え事業です。 

 篠隈団地建て替え第１期工事は、平成２５年度に完了いたしました。現在、旧篠隈

団地の解体工事を行っており、２期工事着手に向けた環境整備は順調に進捗をいたし

ておりますので、新年度予算成立後には、国庫補助の満額内示が前提となるわけでご

ざいますけれども、年度当初早々の工事発注を予定をいたしております。 

 それでは、都市計画課の歳出予算の説明を行います。 

 予算書は８０ページでございます。 

 都市計画課の予算は、７款４項都市計画費の全目と、同款５項住宅費の全目です。 

 それでは、７款４項１目都市計画総務費から、順次ご説明をいたします。 

 ７款４項１目都市計画総務費には、前年度と比較して、３４，２３０千円増の７６

８，５８４千円を計上いたしております。 

 増額の主な要因は、１５節工事請負費１２，４７３千円の増、１９節負担金補助及

び交付金の説明欄の最上段に記載しております木造戸建住宅耐震化事業補助金とし

て６，０００千円を新規に計上することと、次のページの一番上になりますが、２８

節繰越金の特別会計への繰出額を昨年度よりも２４，０００千円余を増額したことに

よるものでございます。 

 次に、主な予算内容について、ご説明を申し上げます。 

 １節報酬は、都市計画審議会委員報酬です。 

 それと、２節の給料から４節の共済費は、職員給与関係の予算ですので、説明は省

かせていただきます。 

 ９節の旅費の研修旅費です。 

 研修旅費に、職員の県外研修費２件分を含む、前年度比１３６千円増の１７０千円

を計上いたしております。 

 また、費用弁償の２８８千円は、２３年度から取り組んでいる西田地区住環境整備

事業に係るまちづくり推進委員会開催時の費用弁償を計上いたしております。 

 １３節委託料は、西田地区まちづくり推進委員会運営業務委託費として３，９３２

千円を計上いたしております。 

 この業務委託は、２２年度に実施した西田地区住環境整備事業基礎調査に基づきま

して、地区ではまちづくり推進委員会を組織して、ワークショップや検討委員会開催

を重ねながら、小規模住宅地区改良事業の実施に向けた地区の問題点などの洗い出し

を行い、地域住民主導で先進的なまちづくり事業に取り組んでいるものです。 

 町では、地区住民が主体となって取り組んでいる、このまちづくり事業に、２６年

度においても支援を行おうとするものでございます。 

 次に、１５節です。工事請負費１２，４７３千円は、四三嶋企業誘致ゾーンへのア

クセス道路であります松の木・城山線の道路改良工事費で、延長が８０ｍの拡幅、盛

り土工事費を計上いたしております。 



 6 

 この工事は、用地交渉時において、係争中であったため、１筆の土地所有者が、そ

の後確定したために、２３年度に繰越明許費から買収した案件でございまして、町全

体事業費の優先度の関係等から、２４年度からこれまで、事業の繰り延べを行ってい

た事業費で、２６年度に計上をさせていただいております。 

 １９節です。負担金補助及び交付金の６，２１７千円のうち、木造戸建住宅耐震改

修工事補助金６，０００千円は、２４年度に策定いたしました筑前町耐震改修促進計

画に基づき、昭和５６年５月３１日以前に建築又は工事着手した木造戸建住宅の耐震

改修に要する費用の一部を補助しようとするものです。 

 県では、今期議会に、木造戸建住宅の耐震改修推進事業の補助金制度の見直し案を

上程中でございまして、県方針が決定後に、町の工事費補助金交付要綱を策定する予

定でございます。 

 ２８節操出金のうち、都市計画課関係分は、工業用地造成事業特別会計操出金で、

当該特別会計事業費として１，５８１千円を一般会計から繰り出すことにいたしてお

ります。 

 続いて、２目公園費について、ご説明をいたします。 

 都市公園のうち町が設置した公園の管理費と併せて、道路の沿線の緑地や草場川沿

いの桜並木などの管理費といたしまして、４８，５０９千円を計上いたしております。

前年度と比較して、９，２９６千円の増額、率で１２３．７％となっております。 

 増額の主な要因は、１１節需用費の修繕料に４００千円を増額、１３節委託料の公

園遊具定期点検業務費として、隔年で予算計上いたしておりますが、６４４千円を計

上いたしております。 

 また、１５節工事請負費に、昨年度より７，３６０千円余を増額して、１４，１３

９千円を計上したことによるものでございます。 

 その他の各節に計上する予算は、町民の皆様に安心かつ快適に公園を利用していた

だくために必要な公園の維持管理費として、２５年度の予算執行見込額を基礎に計上

をいたした金額でございます。 

 それでは、主な予算内容について、ご説明を申し上げます。 

 １１節です。需用費には６，７７６千円を計上いたしております。 

修繕料につきましては、２４年度の決算額及び２５年度の予算執行額をもとに、前

年度よりも４００千円を増額して、１，９００千円を計上いたしておりますが、その

他の項目につきましては、２５年度とほぼ同額を計上いたしております。 

 次に、１２節です。役務費の通信運搬費は、ふれあいファームの機械警備、通信の

電話料でございます。 

 手数料は、例年どおりに曽根田親水公園、炭焼ため池公園と三箇山地区の展望広場

のし尿汲み取り料でございますけれども、その他に２６年度は、朝日公園と篠隈新道

公園の樹木剪定手数料といたしまして、２７０千円を加えて７０９千円を計上いたし

ております。 

 次に、１３節です。１３節の委託料でございますが、昨年度よりも１，４９５千円

増の２３，６１３千円を計上いたしております。  

 説明欄の公園遊具定期点検業務費６４４千円は、隔年で予算計上を行っております

が、その他の都市公園他維持管理費から一番下の土木ＣＡＤ保守管理委託料まで、説

明欄に記載する項目、金額ともに２５年度決算見込額と業者からの見積額を基礎に、

必要な予算を試算して計上いたしておるところでございます。 

 １５節でございます。１５節工事費には、１４，１３９千円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して７，３６３千円の増額です。 

 内訳といたしましては、三輪それり公園の遊歩道改修工事費６，０００千円余の他

に、公園全体で１０カ所の改修工事を予定をいたしております。 
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 一番下に上げております２６年度の水道設置工事は、歴史の里公園の水道増設工事

を、予定をいたしております。  

 ８２ページをお開きください。 

 次に、３目の国交省公園事業には３３７，１８７千円を計上いたしております。前

年度より２８，１３９千円の減額です。 

 ２５年度は、新たに公園計画地内に露見した小隈古窯跡群関連遺構の保存方法等の

検討等に時間を要したために、当初予算計上額の約半分１９０，０００千円を２６年

度に繰り越さざるを得なくなりました。一部工事については、２６年度に計画してい

る工事と並行して施工するということになると思っております。 

 それでは、主な予算内容について、ご説明を申し上げます。 

 １３節です。委託料には境界復元等の測量業務委託料と工事施工管理委託料の計と

いたしまして、１５，９０５千円を計上いたしております。 

 １５節工事請負費には、昨年度よりも３３，６８７千円を減額して、３１８，４８

４千円を計上いたしております。 

 工種といたしましては、園路広場整備工事といたしまして、パークゴルフ場、原っ

ぱ広場、健康広場、休養施設と植栽工事の他にも多目的広場の舗装工事や街路灯の他、

電気設備工事や遊具設備工事等を予定をいたしております。 

 ２６年度に国庫交付金が予定どおり交付され、予定どおりに工事発注ができますれ

ば、２７年の３月までには、小隈・大坪線、それと北側にあります第２駐車場等の表

層舗装工事まで完了させる予定でございます。 

 この時点になりますれば、野球場、管理棟、メイン駐車場や夜間照明等の設備は除

きますが、除いてのおおよその公園外観を、町民の皆様に感じ取っていただけるよう

な状況にまで仕上げておるということで、想定をいたしております。 

 次に、７款５項１目住宅費です。 

 住宅管理費には３０，２４４千円を計上いたしております。前年度と比較して９，

０７５千円の増額、率で１４２．８％となっております。 

 増額の主な要因は、１１節需用費の修繕料に２，０００千円増額、１３節の委託料、

測量設計委託料といたしまして、１，２９０千円余を新たに計上、また、１５節工事

請負費に、昨年度よりも約５，０００千円を増額して、８，７２７千円を計上したこ

と等によるものでございます。 

 その他の節におきましては、４項２目の公園費と同様に、いずれの説に計上する予

算も町営住宅を維持管理するために必要な予算措置でございまして、昨年度とほぼ同

額を計上させていただいておるところでございます。 

 それでは、主な予算内容について、ご説明を申し上げます。 

 １節の報酬は、町営住宅２３団地ございますが、その管理人報酬でございます。 

 １１節需用費には、８，９２４千円を計上いたしております。 

 内訳といたしましては、修繕料は例年４，０００千円を当初予算に計上して、修理

必要性の状況等を勘案しながら、不足額は予算補正で対応してまいりましたけれど

も、本年度は当初予算に６，０００千円の計上をお願いしておるところでございます。 

 その他につきましては、説明欄に記載する項目ごとに、昨年度予算と同額またはほ

ぼ同額を計上いたしておるところでございます。 

 １２節役務費のうち手数料の４１５千円は、団地内空地の除草、剪定に要する費用

でございます。 

 政策空き家等で、空き地がかなり増えて来ておりますので、その分を計上させてい

ただいております。 

 １３節です。委託料には前年度よりも７１０千円余を増額いたしまして、８，７８

９千円を計上いたしております。 
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 各委託料は、説明欄に記載しておりますように、項目ごとに２５年度決算見込額か

ら必要な予算額を試算して計上いたしておりますが、篠隈団地第１期工事完了に伴う

エレベーターの保守料と消防施設等の点検委託料の増を見込んでおるところでござ

います。 

 その他、測量設計委託料は、新太刀洗団地横に併設する駐車場約４，３００㎡ござ

いますが、これの舗装整備をするための測量設計委託料といたしまして、１，２９６

千円を計上いたしております。 

 １４節使用料及び賃借料は、営繕工事積算基準等単価表の著作権料といたしまし

て、１１４千円を新たに計上する。他につきましては、各項目ごとに２５年度決算見

込額から必要な予算額を試算して、１，３２７千円を計上いたしておるところでござ

います。 

 １５節工事請負費です。次のページになります。 

 工事請負費には、補修工事といたしまして、昨年と同額の２，４００千円。その他

工事請負費ということで、空き家解体の工事、マクリ団地の２件を予定しております。 

 それから、外壁塗装工事、朝園団地の外壁の塗り替えを予定をいたしております。 

 それから、一番上になりますけど、野田団地の上水道接続工事ということで、計で

８，７２７千円を計上いたしております。 

 １８節です。備品購入費の６７千円は、草刈機購入を予定をいたしております。 

 それから、２２節補償補填及び賠償金は、解体予定のマクリ団地から他団地への、

政策的に移転誘導を行う際の移転補償費、基本的には引っ越し代になりますけれど

も、これを２世帯分２８０千円を計上いたしております。 

 最後に２３節償還金利子及び割引料の３０千円は、会計処理上すでに確定した決算

額から還付処理ができないために、現年度予算から過誤納金として還付するための予

算です。 

 具体的には旧年度に納めていただいた家賃をさかのぼって還付する必要が生じた

場合等が、これに該当すると考えております。 

 次に、７款５項２目住宅建設費です。２８３，９３３千円を計上いたしております。

前年度と比較いたしまして、１３５，１５８千円の増額で、率で１９０．８％となっ

ております。これは、１１節の需用費から２２節の補償補填及び賠償金に計上する各

予算金額につきましては、２４年度、２５年度の２カ年事業で取り組んでまいりまし

た篠隈団地第１期工事に引き続いて施工を予定しております篠隈団地第２期工事に

要する予算措置でございます。年度内の完成を目指しておるところでございます。 

 以上で、都市計画関係の歳出予算の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の８０ページです。 

 土木費、１目都市計画総務費の中の９節、１３節に係る西田地区のまちづくり推進

委員会に関してなんですが、西田地区の住民の方は、すべての住民の方が、建て替え

にＯＫを出したんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  現在ですね、まちづくり委員会を通じて行っておるわけです。 

 そして、ワークショップを９回程度開催をいたしておりますが、多くの方に参加を

いただいております。 

 基本的な部分についてはですね、もう当然了解できておるわけでございますけれど

も、まだ、個々の部分については、個別に詰めなければならないという案件もあると

いうふうに理解をいたしております。 
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 委 員 長  河内委員 

 河内委員  この事業については、そこに住んであるすべての住民の方が、建て替えにＯＫをし

なければ、事業が進められないというふうな説明を、前、課長にしていただいたんで

すれども。１軒でもあったら、進められないんじゃないかなと思うんですが、その辺

はいかがでしょうか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  まず、最初に、計画区域の設定が必要になってまいります。計画区域につきまして

はですね、不良住宅が１５戸以上ということで、その１５戸以上が、事業地区の戸数

の２分の１以上を超えるということになっております。 

 基本的にはですね、道とか、あるいは河川等で区切った成型の形での事業地区を設

定しておるわけでございますけれども、西田地区におきましてもですね、中心の集落

があります。あるいはちょっと離れてですね、数軒ずつ建っておるところもございま

す。 

 そこ全体を工事区域というわけには、事業区域というわけにはいきませんので、一

番条件の悪いということでから設定しております住宅の中心部ですね、そこを中心と

した中での事業設定をいたしておりますので、ただ、工事の中にはですね、公園をつ

くったり、あるいは集会所をつくったりとかいう、あるいは道を広げたりとか、そう

いうふうな事業計画しておりますので、そういうことにつきましてはですね、皆さん

方全員の了解も必要であろうかというふうに考えております。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  予算書８１ページの１３節委託料というところで、都市公園の維持管理ということ

で、公園がある以上は、維持管理というのはもちろん続くわけですが、例えば、朝日

公園であればですね、地元とどういった管理について約束、いわゆる地元が手を差し

伸べる部分ですね、そういった何か地元に相談された維持管理の部分でですね、維持

管理をされた部分の中身が分かりましたなら、教えていただきたいと思います。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 朝日公園についてということでございますので、例えばということでございますの

で、私のほうも例えばの話で、その部分について答えさせていただきたいと思います

けれども。 

 朝日公園をつくる際にはですね、その時点に、どういうふうな公園をつくったらい

いか、あるいはどういうふうな管理体制をとることができるのかとか、ワークショッ

プを何回も重ねてですね、その後の管理体制についても、検討しております。 

 地元とはですね、管理協定を結んでおりまして、簡易な草刈等については、地元の

ほうでしていただく。トイレ等の清掃も含めましてですね、やっていただくというこ

とで、協定を結んでおります。 

 ただ、大きな木がございますので、そういう部分とか施設の修繕等につきましては、

当然町のほうで行うということで協定しております。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  私の二地区においてもですね、グラウンド周辺が、山の斜面に位置するんですけど、

地元でいわゆる植木の、大きかろうが小さかろうがですね、地元で対応して、町には

一切ご迷惑かけてないというか、そういう状況ですけど、やはり今後、都市公園と言

いながらもですね、なにかやっぱり地元で、やっぱりできる範囲内とかいうのは、や

っぱり最初にきちっと協定をですね、管理協定とか、そういったものをですね、尐し

は協力していただくという、やはり今後公園は、追加的に増設と、そういうことであ

ればですね、そういうことを努力をしていくべきではないかなというふうに思うわけ
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です。 

 と申しますのも、多目的運動公園の維持管理も、完成の暁には、今後相当経費がか

かるだろうと思いますしですね、おそらく多目的運動公園の維持管理費と、イコール

その筑前町の公園管理費が匹敵するぐらいの割合になるんじゃなかろうかというふ

うに、ちょっと危惧しておりますので、やはり今後とも努力をお願いしたいと思いま

す。以上です。 

 委 員 長 回答はいいですかね。 

 （「はい、いいです。」の声あり） 

川上委員 

 川上委員 ８１ページの操出金のことにつきまして、お聞きします。これは、財政課長のほう

にお聞きしたいと思うんですが。 

どこかで聞かないかんなということで思っておりましたので、今回は都市計画のほ

うでですね、水道事業の特別会計へ６億８，５００万と、２，４００万の増というこ

とで、今お聞きしたんですが。 

 毎年、当初予算の中で、操出金が大体今までは１４億から１５億ぐらい出ておった

と思います。 

 それで、私も、今年の、この２６年度の予算、どのくらい一般会計からの操出金が

あるのかなと計算したら１２億ぐらいしか探しきらなかったんですが、今年の操出金

は大体、総操出金はどのくらいになっているんでしょうか。 

 委 員 長 財政課長 

 財政課長 後で調べてお答えしたいと思います。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  この一般会計からですね、当初予算１１０数億出るんですが、この一般会計からの

操出金、それから起債の償還金、これで大体３０億ぐらいなるのかなと、なるわけで

すね。 

 そうしますと、当初予算の２割強がですね、この２つで終わるということで、もう

これは当然、必要な費用ではあるんですが、この一般会計からですね、健康課はまだ、

今回は特別操出金は計算に入れとらんということで、さっきお聞きしたんですが。 

 やはりこれの今後のですね、この一般会計からの操出金が、今後どのような方向性

になるのか、どのように課長として捉えてあるのか、どんどんまた増えてきますよと

なるのかですね、その考え方をお聞きします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 上下水道につきましては、大体水道も、事業部分については、先が大体見えておる

という部分がございます。 

 あと問題は、福祉関係ですね、国保の部分が、現在法定外については、当初予算上

では計上しておりませんけど、一応財政計画上は、１億円は一応予定をしております。 

 それ以上については、もう、繰り出しをしないという考え方でおりますので、そう

いった部分につきましては、ひとつの歯止めはかけておりますので、これから大きく

増えるという可能性はないんではなかろうかとは思っております。以上でございま

す。 

 それから、先ほど質問がございました平成２６年度の操出金の総額でございますけ

れども、１４億１千万で、一応全部の事業のですね、トータルはなるようでございま

す。以上でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  私、こちら１２億ぐらいしか探しきらなかったんですが、できましたらですね、や
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はり操出金がこれだけですよという、よかったらひとつ明細を出していただきたいな

と。 

 やはり１つ１つではですね、ちょっと、ほんと繰り出しは今年はどのくらいあるの

かということも、そういうことで、私も計算したんですが、分からなかったんですが。 

 ありました。すみません。 

 委 員 長  この予算概要資料の３４ページと３５ページに書いてあります。 

 ３５ページに、今、財政課長が言った性質別の集計表が出ています。 

 川上委員  合計載っていますね。すみません。失礼しました。 

 じゃあ、分かりました。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  予算書の８２ページですけれども、７款５項１目の委託料、測量設計委託料という

ことで、新大刀洗団地という説明でございました。ここを舗装するということだった

んですけれども、何台分を予定なさっているのか、実際舗装はいつから取りかかるの

か、お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  甘鉄の駅と新大刀洗団地の間にある、あの広々とした土地の件なんですけれどもで

すね。 

 町営住宅の駐車場としてもあそこは利用しておりますので、町営住宅分としては、

入居者は６０名、６０戸、それと外来用ということで、６３台を計画いたしておりま

す。 

 他につきましては、大刀洗平和記念館の臨時の駐車場も兼ねておりますので、大型

車がどのくらい入るかとか、そこ辺のところは、今から設計の段階で詰めていかなけ

ればならないということで考えておりますが、これにつきましてはですね、横に町営

住宅があるということで、町営住宅の駐車場を利用しているということで、この住宅

管理費の中に予算計上させていただいておりますけれども、企画課のほうとも調整し

て、実施、いつするからということについてはですね、検討していかなければならな

いということで考えております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  大刀洗記念館の駐車場としても活用していきたいという、そういったこともお考え

になっての舗装工事ということで、若干納得いたしました。 

 それで、やはり住宅にお住まいの方が６０戸ということで、一応整備されるわけで

すけれども、やっぱりこの平和記念館来館者との乗り入れ、事故のないように整備を

して、出入口とかですね、やはり必要じゃないかと思いますし、議案の中にですね、

今度大型車、貸し切りバス等が出入りが不便だからということで、整備するというふ

うな説明も受けておりましたものですから、聞いてみたんですけれども。 

 ぜひ、十分企画と協議なさってですね、乗り入れもやりやすいような方向で検討し

ていただきたいということを申し上げさせていただきます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  予算書の８３ページ、１５節工事請負費、ここにですね、町営住宅上水道接続工事

というのがありますが、先ほど、私初めて聞いたんですが、先ほど課長のほうから、

この件は野田団地ということですね、野田団地。  

 ここは現在、政策家賃が取られておるわけですね、今後入居者が新たに入るという

ことはない住宅なんですね、だと思いますが。 

 という住宅だと思うんですが、これから何年そこに住まわれるか、というのは分か

りませんが、上水道接続工事の問題もありますが、それ以上に大きな問題があると思

うんですね、ここの住宅については。野田団地については。 
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 そういうところに、新たにまた接続工事、しなければならないということであれば

そうでしょうけども。野田団地に限らずですね、森山にもありますし、政策家賃で、

もう今後は要らないという住宅があります。それから、野町もありますけれども。 

 そこら辺は、今後どういうふうに考えておるのか。接続工事だけじゃなくてですね、

これから、そもそも野田団地なのというのは、相当古い住宅でもありますし、それだ

けに修理とか、そういうのも非常にかかってくると思うんですね。 

 ここら辺、ここであんまり私も詳しく言いたくないんですが、そこら辺の解決をし

ていただかないと、これからいろいろ修理費なり何なりというのが、非常にかかって

くるんじゃないかという危惧をしておるわけですね。 

 これに対する回答というのは簡単にできないかとは思いますが、そこら辺はどのよ

うに把握をされて、この上水道の接続工事をしようと考えたのか。そこら辺でも結構

ですので。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 公営住宅につきましてもですね、上下水道の整備ということで、今、新しく建てて

おる分についても、当然、上下水道を引いておるわけでございます。 

 今、申し上げました分でですね、野田１団地のほう、二戸一団地のほうを今度計画

をいたしております。野田１、２ございますですね。 

 石丸委員  ３８６から左側ですね、どこの場所を言っとるんですか、この野田団地というのは。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  説明が足らんで申しわけございません。 

 野田１のほうはですね、二戸一の住宅になっておる分でございまして、野田２のほ

うがですね、（ かんぴら ）の住居の分です。もちろん道の上ですけれども。 

 今度計画しておりますのは、その二戸一住宅の野田１団地のほう、こちらのほうを

計画をいたしております。 

 当然、住民の方にも説明をして、水道料金がかかる旨の、事前の説明はいたしてお

るところでございます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  すみません。私、野田１、２と言われても、ちょっと場所ができないわけですが。 

 私が言っているところは、本来でしたら井出団地ができたわけですから、本来はそ

こに移ってもらわないかん、その場所のことを言っておるわけです。そこの場所のこ

と。そこの上水道の接続をするんですかということです。 

 そこじゃないんですね、はい、分かりました。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  ページが８０ページの都市計画ですね。１９節の負担金及び交付金の中でですね、

今度新規に住宅改修工事補助金６００万が計上されております。 

 南海トラフ等の大地震が懸念される中で、いい企画だなと思っております。 

 また、これを補助を受けるには、かなり説明が必要じゃないかな。あくまでも古い

木造住宅を改造するだけではでない。やっぱり耐震の目的がないといけない。 

 こういうことをですね、やっぱりある程度説明をしっかりしとかんと、申込みにみ

えた方が、窓口でぱっとけられるとかいうことが考えられます。 

 そういうふうな啓発的なことを、どのように考えてあるのか、お聞かせをお願いし

ます。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  前段で説明申し上げましたようにですね、今までも県が、この補助制度を持ってお

ったわけですけれども、今議会におきましてですね、県の議会です。県議会で、この



 13 

耐震の補助制度をですね、見直しの提案がなされておるということで聞いておりま

す。それに合わせまして、町のほうもですね、補助金要綱等を策定したいということ

で考えておりますけれども。 

 耐震促進計画の中にもですね、これの啓発ということは大きな項目として上げてお

りますので、形が決まりましたらですね、十分に説明をして、申請者に間違いがない

ように取り扱いを行っていきたいというふうに考えております。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  建物の改修工事というのは、内需拡大にも繋がる、金額的にもその範囲のですね、

地元企業の潤うようないい企画でございますので、ぜひお願い申し上げます。 

 太陽光発電がありましたね、７００万。２６年度はさらに７００万を追加して、１，

４００万の予定ですね。 

 今回、この６００万、申し込みが多くて足らない場合は、補正の考え等があるのか、

お聞かせをお願いいたします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  今ですね、なかなかうちのほうも取りかかりが遅いということのお叱りも、全員協

議会の中でも受けておったところでございますけれども。 

 今、この市町村で補助を行っておる、県内で行っておる市町村がですね、１１市町

ございます。他にですね、今までも県のほうで対応しておったということで、ご説明

申し上げましたけれども。 

 全県下でですね、平成２３年度が１５０、平成２４年度が１９８、平成２５年度が

２５０件ということで、全体的な戸数も尐ないわけでございます。 

 それに合わせたというわけではございませんけれども、それから類推いたしまし

て、本町の分６００万を、総事業費６００万ということで上げております。 

 あとの補正等につきましてはですね、現状であれば、全県下この程度であるという

ことの、全体数からすれば、実際、これだけの申し込みがあるかどうかということも

心配しておりますし、ぜひやってもらいたいということで思っております。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  想定的にですね、大体このくらいだろうということで、予算化されておると思いま

すが。 

 いい企画でございますので、もし申し込みが多くて足らないようなことがあれば、

ぜひ、補正をかけてでも活性を図っていただきたいと思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ２点あります。 

 今、久保委員のおっしゃっていた耐震促進計画に基づいた補助なんですけど、木造

戸建住宅耐震改修工事補助金、大体１件当たりどの程度の補助をされる予定なのか。 

それと、先ほど石丸委員の質問の中にもありましたが、２６年度中に篠隈の第２期

工事を完成させたいということでした。早期に完成は願っているところですが。 

 その中に移る、今、福島住宅に住んでいる方で、残られる方はどのくらいいらっし

ゃるんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長 耐震改修補助につきましては、総額６００万を予定いたしております。 

 １１市町が県内で行っておるということで申し上げましたけれども、６０万から３

分の２程度を補助するというような形であっておりまして、限度額も６０万から全体

の３分の２、そして大体６０万から８０万程度ということで思っておりますので、う

ちもその程度をねらって予算化をしておるところでございます。 

 それから、福島団地については、事前に入居いただく、今の福島団地の入居者の方々
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につきましては、すでに２回ほど、移転についての説明を行っておりますけれども、

今、把握しておるところでは、５戸の方がですね、５軒ですね、５軒の方がまだ態度

を表明していないということで聞いておりますので、今から建築にあたっていきます

けれども、その中では十分ですね、再度説明等を行いながら、ぜひ新しいほうに移っ

ていただく手立てを考えていきたいと考えております。 

 委 員 長 河内委員 

 河内委員 それぞれ個々の事情はあるかと思いますが、せっかく町が新しい住宅を建てて、ず

っと古いところに残っていたら、そこを跡地利用しようとしてもですね、なかなか進

まないということがありますので、その辺、残っている５戸の方、また、今後東小田、

松延の方に対してもですね、なるべく新しい住宅のほうに移っていただくように、力

を尽くしていただきたいと思います。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  資料のほうで申し上げます。 

 資料のですね、企業誘致関連道路整備事業ということでございます。１，２００万

ほど上がっておりますけれども。 

 現在の工業団地、四三嶋工業団地だと思いますけれども、現在はどうなっているの

かということと、誰も進出しないところに、またお金をかけるというのはどうかなと

思っていますけれども。その状況をお話しください。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  １点目でございます。 

 マルヤス工業と、それから多田精機が土地を購入し、多田精機については工場が建

って、操業を開始しておるという状況でございますが、マルヤス工業につきましては、

１月に副町長と私とで、岡崎の本社のほうにまで出向きましてですね、状況確認をし

てきたところでございますが、状況は非常に厳しいという状況には変わりはございま

せんでした。 

 しかしながら、そうは申しましてもですね、２ｈａからの土地をですね、あのまま

にしておくわけにはいきません。 

 町としては、企業誘致に伴う雇用拡大、そして、それに基づく町の振興を目指して、

工業団地を設定したところでございますので、今後もまた新たな取り組みをやってい

きたいというふうに考えております。 

 それから、他の部分につきましてもですね、他の土地７ｈａ余ございますけれども、

そこにつきましても、１、２の企業からの打診はあっております。それに向けてので

すね、取り組みも今、行っておるところでございます。 

 それから、２点目の件でございますけれども、予算の説明の中でも申し上げました

けれども、ちょうど朝倉生コンの南側になりますね。上のほうになる１筆の土地がご

ざいまして、そこも２３年度ぐらいから道路の拡張計画を行って来ておったわけでご

ざいますけれども。そこの部分が係争中であったため、所有者の確定ができなかった

ということで、やっと確定ができたということでございましたけれども、なかなかで

すね、町の総事業の優先順位等で先送りをしておった分でございますけれども。 

 土地は取得しておりますので、ぜひ、小さい、短い８０ｍ程度の工事でありますけ

れども、町の、小郡市とのちょうど境の部分になるんですけれども、計画しておった

分についてはですね、ぜひ、工事を施工させていただきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  これは、お尋ねになると思います。 

 実際ですね、マルヤスさんの工場誘致というのができない限り、新たな誘致という
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のができるものか、できないものか、進められるか、進められないのか、農振除外等

関係がいろいろあるかと思いますけども、その点はいかがでしょうか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 ２１年の１２月だったと思いますけれども、農振関係の法が改正されまして、２２

年度から運用されております。 

 その中にはですね、土地の一段の中断を、どれだけを一段とみなすかということの

改定もあっておりまして、ちょうど多田精機がその境目のときであったということ

で、私も理解をしておるところでございますけれども。非常に難しい状況にあるとい

うことでは聞いておりますけれども、農業委員会あるいは県の担当課ともですね、十

分に話を詰めながらですね、前向きな検討をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  ですから、検討は検討ですけれども、来たい業種の方がいらっしゃる中でですね、

町がはっきりとしたことを示さない限り、だめじゃないかなと思っています。 

 マルヤスさんに関してもですね、進出しないのであれば、買い取りを希望したりと

かですね、そういう強い姿勢を望みがあるわけでございますが、その点いかがでしょ

うか。 

 委 員 長  副町長 

 副 町 長  お答えいたします。 

 マルヤスの件につきましては、一応、さきほど課長が申しましたように、１月中旪

ごろ本社に行ってですね、町の意向を十分に伝えて来ております。 

 町もかなり税を投資してですね、このようにやったんだというふうなことを理解し

てくれと。それができないならば、買い取りも、買い戻しですかね、買い戻しをする

気持ちもあると、いうふうなことは相手方に伝えております。 

 また、この議会が終わってですね、今回も、次の議会でもこういうお話が出ると思

うので、再度またお願いに行きますというふうなことはですね、相手方には伝えてお

ります。 

 だから、うちのほうもですね、やっぱりあそこが埋まらないとですね、非常に、な

かなか進めにくい面もございます。 

 しかしながら、先ほど課長が申しましたように、農振法の改正がありまして、かな

り厳しいですね、農振除外、こういうのが出されております。 

 しかしながら、何とか前向きに検討していきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ちょっと数字をお尋ねしたいんですけれども。 

 今の田中委員のところです。８０ページの１５節工事請負費１２，４７３千円、資

料のほうが１２，６２５千円になっていますが、これの差はどこに入っているのかと

いうのと、あと町営住宅の水道接続事業です。８３ページ、１５節工事請負費、一番

上ですね。２，６７５千円。資料のほうは３，４７１千円になってますが、これの説

明をお願いします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  都市計画課で積算した金額は、予算書に掲載しておる金額のとおりでございます。

説明資料のほうのチェックが甘かったのならば、お詫びを申し上げますが、数値は予

算書のとおりでございます 

 委 員 長  河内委員 
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 河内委員  そしたら、資料のほうを訂正されるということですか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  資料のほうにはですね、工事費の他に旅費とかもですね、旅費関係で、名古屋に、

今、副町長が申し上げました、名古屋の出張の分もですね、予算計上をさせていただ

いております。それも含めて企業誘致関係ということで上げておるようでございます

ので、ご理解ください。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  じゃあ、上水道接続工事のほうは、どうなっているんでしょうか。 

 委 員 長  河内委員、ページ数を言っていただけますでしょうか。 

河内委員 

 河内委員  ８３ページ、資料が２８ページです。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  これも工事費だけではございませんで、役務費、水道管理手数料６万、１８千円、

それから負担金補助、水道加入金等も入って、工事費も入ってということの合計額を、

資料のほうに上げておるようでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  上水道のほうですが、水道加入役務費と、あと何かおっしゃいましたけど、それの

合計が７９６千円ということですか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  そのとおりでございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、都市計画課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩します。 

 １１時から再開いたします。 

（１０；４９） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：００） 

 委 員 長  教育課の予算説明を求めます。 

教育課長 

 教育課長  教育課から予算書についての説明を行います。 

 まず、最初に５０ページをお開きください。 

 ２款５項５目学校基本調査費でございますが、昨年と同額の１５千円を計上してお

ります。毎年５月１日現在の幼稚園、小中学校の園児、児童・生徒数及び教職員数の

法定調査でございまして、地方交付税の算定における基礎資料となるものでございま

す。 

 続きまして、６２ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費の中で、教育課の予算としまして、こども未来館の日

常的な維持管理に伴う費用を３，２９９千円計上いたしております。 

 主なものは、１１節の光熱水費、修繕料、及び１３節の委託料の中で、清掃委託料

と警備委託料が主なものでございます。 

 続きまして、８６ページをお願いいたします。 

 ９款教育費の説明をいたします。 

 ９款１項１目教育委員会費につきましては、教育委員会の運営に要する経費とし

て、２，６５８千円を計上しております。 
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 ２目事務局費では、１７６，９４６千円を計上しています。教育長、教育課職員、

ＡＬＴ等の人件費と、１３節の委託料、１８節の備品購入費が主なものでございます。 

 ８８ページをお願いいたします。 

 １３節委託料で、南部地区の児童通学利用のための南部路線バス委託料５，４０８

千円と、三箇山地区児童・生徒通学のためのスクールバス代替タクシー委託料２，４

００千円を計上しています。 

 南部路線バスのバス停を２カ所増設したことによりまして、昨年より２０８千円増

額となっています。 

 同じく委託料で、小学校社会科地域副読本編集委託料２，３８６千円については、

平成２４年度に刉行しました副読本「私たちの筑前」を３年ごとに改訂し、２７年度

から使用するための編集経費でございます。 

 ホームページ管理更新委託料９０８千円につきましては、各小中学校と教育委員会

のホームページに最新の情報を掲載するための委託料でございます。 

 ８９ページをお願いいたします。 

 １８節の備品購入費の小中学校パソコン購入費５４，０００千円につきましては、

教職員用パソコンのインターネット使用上のセキュリティソフトの保証期限切れに

よるＸＰ問題と併せて、経年劣化による更新のため、１７５台のパソコンを入れ替え

る費用と、先生方の多忙感を解消するための公務支援ソフトの導入のための費用でご

ざいます。 

 なお、財源につきましては、国のＩＴ化に向けた環境整備４カ年計画、平成２６年

度から２９年度まででございますが、この計画に基づき、地方交付税措置が講じられ

ることになっております。 

 また、学校備品購入費１，４６９千円につきましては、各学校において、行事等に

活用しているランチルームに、国旗、町旗、校旗を形容するための、パネル式の旗の

作成費８４２千円と、各学校のプールの底を自動で掃除する無人プール掃除機１台の

購入費６２７千円でございます。 

 ２２節の賠償金につきましては、学校保健であります日本スポーツ振興センターか

らの災害共済給付金で、昨年と同額の５，０００千円を計上しています。２５年度に

おいては、２６年２月末までの発生件数は２２１件で、３，７７６千円の給付を行っ

ております。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 ３目私立学校振興費として、６５，３５６千円を計上しております。これは、私立

幼稚園の就園奨励費補助金６３，７２６千円と、私立幼稚園への補助金１，６３０千

円であります。 

 就園奨励費補助金につきましては、国から示された単価により計上していますが、

国は、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基盤を培う重要なものであり、すべ

ての子どもに質の高い幼児教育を補償するため、幼児教育に係る保護費負担を軽減

し、無償化に段階的に取り組むとしており、平成２６年度については、幼稚園と保育

所の負担の平準化を図ることとし、幼稚園就園奨励費補助において、低所得世帯と多

子世帯の保護者負担の軽減を行うために給付基準が変更され、昨年より１８，４９５

千円の増額となっています。 

 なお、所要経費の一部を国が補助することになっていまして、基準補助は３分の１

以内となっておりますが、実質補助率は２０．３％となっております。 

 次に、各学校の支出について、説明いたします。 

 各学校とも、目的によって学校管理費、教育振興費に分けて予算化しております。 

 学校管理費では、学校管理に必要な維持管理費の他、図書司書業務委託料、用務員

業務委託料、給食調理業務委託料などを計上しています。 
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 教育振興費については、町単独で配置する特別支援教育支援員や常勤講師の賃金、

教材費や学校給食牛乳代補助、修学援助費などを計上しています。 

 また、コミュニティスクールの国の補助が終了したため、学校運営協議会委員の謝

金や費用弁償を、ここに計上しています。 

 なお、２５年度から通級指導教室を三輪小学校に開設したため、三輪小学校の中に

通級指導教室費として目を設けています。 

 各学校の２６年度予算につきましては、財政から示されました配当予算により、各

学校の予算のバランスを考慮し、編成をしたところです。 

 改めて９０ページをお願いいたします。 

 初めに、三並小学校費の説明をいたします。 

 １目学校管理費として２１，４５３千円を計上しています。前年度より１，９００

千円の増となっています。 

 増額の主な理由としましては、１１節需用費のプール循環ろ過装置修繕料１，３１

５千円と、遊具等の緊急修繕などによる増でございます。 

 ９１ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費として５，４７０千円を計上しております。昨年より１７９千円の

増となっています。これは、コミュニティスクール関係予算の計上によるものです。 

 ９２ページです。 

 次は、３項中牟田小学校費でございます。 

 １目学校管理費として３０，７９３千円を計上しております。昨年度より４，３３

９千円の減となっています。 

 主な理由としては、町雇いの栄養士を引き上げ、県費の栄養教諭を兼務させること

による減でございます。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費では１１，４５１千円を計上しています。前年度より１，６２０千

円の増となっています。これもコミュニティスクール関係、扶助費の増によるもので

ございます。 

 ９４ページをお願いいたします。 

 次に、４項東小田小学校費に入ります。 

 １目学校管理費として３９，５３８千円を計上しています。昨年度より９５９千円

の増となっています。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 ９６ページの１５節工事請負費の小工事１，５０２千円については、多目的ホール

のサッシ取り換え工事、手すり取り付け工事費等でございます。 

 ２目教育振興費では、１２，２０４千円を計上しています。前年度より１，３８１

千円の減となっています。 

 主な理由としまして、１４節使用料及び賃借料の教育用パソコンのリース期間満了

により減額となったものです。 

 ９７ページをお願いします。 

 次に、５項三輪小学校費に入ります。 

 １目学校管理費として４９，３９７千円を計上いたしております。前年度より１，

７０６千円の増額となっています。 

 増額の主な理由は、９８ページ、１５節工事請負費の非常用階段の補修工事費１，

２４２千円によるものでございます。 

 ９８ページです。 

 教育振興費で２０，０７４千円を計上いたしています。前年度より２，１９８千円

の増となっています。これは、体の不自由な子が新１年生として入学を予定されてお
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るため、特別教育支援員をですね、１名増員することによる増でございます。 

 ９９ページ、４目通級指導教室費として、４１０千円計上いたしています。前年度

より５，２６０千円の減額となっています。これは、昨年、万一県からの県費負担等

ができなかった場合のために、常勤講師の賃金を計上していたもので、県費負担教員

の配置があったため、不用となったための減でございます。 

 ９９ページです。 

 ６項夜須中学校費でございます。 

 １目学校管理費として８２，２７３千円を予算計上しています。前年度より２，９

０６千円の減額となっています。これは、中牟田小学校と同じように、町雇いの栄養

士を引き上げ、県費の栄養教諭を兼務させることなどによる減、２，００３千円と、

昨年行いました体育館周辺の雤水路や舗装補修の小工事費８６８千円の減でござい

ます。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 教育振興費で、２５，１３０千円を計上いたしております。前年度より７，６４２

千円の増となっています。これは、中１ギャップと学力向上対応の常勤講師を１名配

置することによる賃金５，０５２千円の増と、特別支援教室が３クラスになるため、

特別教育支援員を１名増員するための賃金の増によるものです。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 次に、７項三輪中学校費でございます。 

１目学校管理費として３７，９８８千円計上しています。前年度より６６９千円の

増額となっています。 

 主な増額の理由は、１０３ページの１５節工事請負費の増によるもので、内容は、

グローバルホールのテーブルが移動しやすいように、キャスターを取り付けること、

それと、グラウンド南側に放送設備を増設するものでございます。 

 同じく１０３ページ、２目の教育振興費として２３，４９８千円を計上しています。

前年度より７，１３２千円の増額となっています。これは、夜須中学校と同じで、中

１ギャップと学力向上対応の常勤講師１名を配置することによる７節賃金の増と、１

０４ページ、２０節の扶助費の増によるものでございます。 

 次、１１１ページをお願いいたします。 

 ９項文化財保護費でございます。 

 １目文化財保護総務費として、２１，５７５千円を計上しています。 

 内訳として、文化財保護審議会や文化財整理事務所の管理費等の一般経費、町史編

さん事業に要する経費、それと２６年度に新規に取り組む歴史文化基本構想作成事業

経費となっています。前年度対比７，１９７千円の増となっています。 

 増加の主な内訳は、８節の町史編さん執筆者に支払う町史原稿料５，８００千円と、

１１２ページ、１３節委託料の歴史文化基本構想作成委託料２，５００千円、１８節

の備品購入費の公用車購入費１，４２１千円が主なものです。 

 新規事業の歴史文化基本構想作成事業は、地域に存在する文化財を指定、未指定に

かかわらず、幅広くとらえて、的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて、総

合的に保存、活用するための構想であり、わが町が文化財保護行政を進めるための基

本的な構想となるものです。 

 そういうことで、平成２６年度、２７年度に基礎調査、資料整理、平成２８年度に

継続して資料整理、基本構想の作成ということで、一応３カ年かけて作成を行うもの

でございます。 

 事業費としましては、業務委託費及び委員会費等でございます。 

 委員会につきましては、外部専門委員会を開催予定しておりまして、大学教授等を

４名でですね、構成を予定をしております。 
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 １１２ページ、２目の埋蔵文化財調査費については、１，８３７千円を計上してい

ます。ここでは、開発行為に伴う試掘調査費用について、計上しています。 

 １４節の重機借上料が支出の主なもので、県から定額の補助がございます。 

 １１３ページです。 

 ３目文化財補助事業費では、２０，７４１千円を計上しています。 

 財源としては、対象経費の５０％が遺跡発掘調査費として国から補助されます。本

年度は、東小田峰遺跡の報告書作成のための整理費用１７，５３４千円と、朝倉古窯

跡群の小隈遺跡の非破壊による方法の地中磁気探査による詳細調査費３，２０７千円

を計上しています。 

 主なものは、７節の整理及び調査のための臨時職員の賃金と、１３節の地中探査委

託料などでございます。 

 次に、４目埋文調査受託事業費につきましては、開発用地等で、試掘調査により埋

蔵文化財調査の必要が生じた場合の調査費用として、５，０５４千円を計上していま

す。 

 主なものは、発掘調査作業員の賃金と、１３節の遺物写真及び遺物実測委託料、１

４節の重機借上料などでございます。財源は、すべて受託事業収入の文化財調査委託

金でございます。 

 それから、予算書９ページを開けていただきたいと思います。 

 ９ページの第２表、債務負担行為について、簡単に説明をさせていただきます。 

 事項、筑前町史 印刷製本費、期間、平成２６年度より平成２７年度まで、限度額、

１０，８８７千円。これは、現在、編さん作業を行っています筑前町史について、発

行予定を、平成２７年１０月１日としておりますが、印刷製本に約１年の期間を要す

ることから、平成２６年９月までに業者を決定し、契約締結をしなければなりません。

印刷製本費の支払いは平成２７年度になりますが、平成２６年度に契約するため債務

負担行為を行うものです。 

 限度額の１０，８８７千円につきましては、１０００ページの町史、１０００部の

印刷製本費で、内訳は、１部１０，０８０円×１０００部で１０，０８０千円に消費

税８％の８０６，４００円を足して、１０，８８６，４００円を計上したものでござ

います。 

 以上、教育課関係の予算につきまして、説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  予算書の９０ページ、９款２項１目、１３節ですね。ここに最初に出てきますので、

あれしたいんですが。 

 各小中学校費の委託料、樹木剪定委託料ですね。これについて、お尋ねいたします。 

 これは、以前より全協なり委員会でも意見させていただきましたけれども、各学校

によってかなり差があるということで、確かに規模も違います。木の数も、樹木の数

も違います。 

 内容を見ますと、東小田、中牟田、三並、この小学校３つ合せて７４２千円、それ

に対して、三輪小学校が１校で８８９千円、これは大きな差になっております。 

 三輪中と夜須中につきましても、三輪中より、約、夜須中のほうが４００千円安い

ということでですね。 

前々年度と比べてみますと、三並小学校だけは４０％ぐらいですね、増になってお

ります。これは、何らかの原因があるかと思いますが。 

 これに後援会ですね、後援会の予算が夜須地区については補助が入っているかと、

後援会からの補助が入った金額が、実際には使われておるのかと思いますが、その金

額が、各学校分かれば、合せたところのですね、分かればお尋ねしたいと思います。 
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 そして、それを加味しましてもですね、やっぱりかなり差額があるということで、

以前聞いたときは、高木であるとか寄附された樹木ですね、記念樹ですね、そういう

のがありますので、差が出ますということなんですが、これが毎年毎年経費として出

ていく部分、必ず出ていく部分でありまして、単年度で見ればそうないかもしれませ

んけど、これが複数年度になればですね、かなり大きな金額になると思います。 

 その辺りをですね、今後どうしていかれるようにお考えなものか、お尋ねいたしま

す。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 以前にもですね、この件については、ご質問があったと思っておりますが。 

 まず、基本的にですね、樹木の種類、低木、高木が理由ではございませんで、基本

的に樹木の種類でございます。中身は何かと申しますと、松の木でございます。 

 三輪小学校、三輪中学校ともに、松の木の本数がかなりありまして、松の木の手入

れにつきましては、毎年ですね、全部を行うものではなくて、ある程度制限をしなが

らですね、ただ放置をしますと良くないということでですね、松の手入れに費用がか

かっておる理由でございます。 

 それから、後援会費の使用につきましては、ちょっとうちのほうでは把握をしてお

りません。 

 ただ、後援会費につきましては、基本的に、子どもたちのために使ってくださいと

いうようなことで話しております。使われたかどうかにつきましては、調査をしない

と、ちょっと分かりません。以上でございます。 

 すみません。それで今後どうされるのかという質問でございますけれど、現状のと

ころですね、そういった形で、そういった樹木がある関係でですね、なるだけ経費面

については、いろいろ業者の方にお願いしながら、節約はしていかないといけないと

思っておりますけれど、今のところ、そういった形で毎年手入れをしなければならな

い、そういった種類の樹木があるということでございますので、ちょっと今のところ、

今後どうしていくかということまではですね、今のところ考えておりませんが、経費

の面の節約方法は、何か対策を考えなければならないというふうには思っておりま

す。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  後援会からの繰り入れにつきましてもですね、やっぱり実際にきちっと全体でどれ

だけかかっとるというのがですね、各学校ごとの、かかっとるというのは、きちっと

把握していただいたうえで、こういう予算組みをしていただくということが大事と思

いますので、これから、ぜひお願いしたいと思います。 

 これからの経費につきましてはですね、やっぱりいろんな諸事情が、１本１本に対

してからんどると思いますので、本当に本数をばさっと減らして、この委託料を減ら

すとかいうのも難しいと思いますが、ぜひ、前向きにですね。 

 十分、だから中牟田小学校、三並小学校とか、この委託料が尐ない学校についても

ですね、十分緑は足りとると思います。しっかりとした環境が、いい環境が作られて

おると思います。 

 そういうふうなことでですね、これから先、ぜひ減らすのを含めてですね、検討を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  資料の１９ページで、このたび２６年度に新たに取り組まれる中１ギャップの問題

で、三輪中なり夜須中が取り入れられるということですが、いわゆる小学校から中学

校に進学という形で、やはり不適応という子どもが、生徒がですね、発生する。いわ
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ゆる環境に適応できないと。 

 もちろん中学校は、教科ごとの先生による指導という、やはり環境が変わったとい

うことで、やはりそれについて行けない子どもたちが、結果として、やはり学校嫌い

に繋がったり、不登校に繋がると。 

 そういったことを、やはり予防的に指導するという、狙いがあるだろうというふう

に思います。 

 教育委員会としてですね、これはもう筑前町に限らず、全国的な対応がなされてお

るようですけど、まだ、現実取り組まれてない自治体も、教育委員会もあろうかと思

いますけれども、筑前町の教育委員会としてですね、その先生だけで対応できるもの

か。おそらくですね、これは全員の先生がそういった認識を、やはり持ってもらうと

いうことが大事ではないかなというふうに考えますが、その点、担当としてどういう

ふうに考えてありますか、お答えいただきたいと思います。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 理由の１つとしまして、中１ギャップというのを上げておりますが、今、議員が言

われましたようにですね、環境の変化等による不適応とか、そういった部分も確かに

中１ギャップの１つではございますけれど。 

 ここで、今回予算化をお願いしております部分につきましては、中学校に上がって

ですね、特に数学と英語について、その最初の躓きがですね、先ほど言われたような、

不登校とかそういったところにならないようにということで、しかも学力向上の面か

らもですね、そういったところで、今回お願いをしておるところでございます。 

 この件につきましては、従来からですね、文科省のほうでも、尐人数学級の推進と

いうことで、定数の改正等もですね、文科省のほうでは計画があるわけでございます

けれど。なかなか財政の関係もありましてですね、実現に至っていないというのが現

状でございます。 

 本来でしたら、小学校１年生から中学校３年生までですね、３５人学級の推進とい

う中で、これも１つは解消できるものというふうに思っておりますけれど、現実的に

はできないと。 

 その理由の１つの中に、全国的に見ますとですね、やはり国の施策を待てないとい

う自治体もありまして、そういったところもですね、今回うちみたいな形で、やはり

措置をしているということでございますが、基本的には町の財政の事情によってです

ね、子どもたちの教育が左右されるというのは、本来の姿ではないというふうに捉え

ております。 

 そういうことではございますけれど、喫緊の課題としてですね、やはり中学校に入

ったときに、躓きを、そのまま躓いたままというのは、非常に問題があると。学校現

場としても、そういう形でですね、尐人数学級にしますと、１人では対応できません

けど。そういった部分で、学力向上面の、そういった躓きもなくすということからで

すね、今回、こういう対応を取らせてもらっています。 

 それから、環境の変化等にする中１ギャップの環境変化につきましては、中学校の

ほうから出前授業等で、小学校に先生が行ってですね、６年生、５年生対象にですね、

中学校の授業、模擬授業じゃないけど、出前授業で、そういったのを慣らせるとかで

すね、そういった対策は、また別の面で行っているところでございます。以上でござ

います。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  ただ今の説明を聞く限りでは、やはりあらゆる手段を講じて、この問題に前向きに

向かってあるという説明はお聞きしたわけです。 
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 学校も併せて、例えば授業を、分割の体制で授業をするとか、あるいは習熟度に合

わせてですね、授業の展開をされるというようなことで、よりこれまでもですね、い

ろんな手段、方法を取られてきたやに思うわけです。 

 いわゆるこの問題はですね、学校だけで片付けようということだけれども、やはり

尐し問題がありはしないかなというふうに思うわけです。 

 それはなぜかと申しますと、いつも言われておりますけれども、やはり家庭でのや

はり子どもに対する励まし、そういったものもですね、やはり同時に大事なことでは

ないかなというふうに思うわけです。 

 その点ですね、これは、今始まった問題ではないと思うんですよ。これまでやはり

小学校から中学校に上がれば、どうしてもやはり、子どもがついていけないというの

はあったと思うわけです。 

 そういうことで、この点を幅広くですね、今後も対応して、学力向上なり目標達成

に努力していただきたいと思います。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  各小中学校の委託費の中から２点お尋ねします。 

 厨房機器定期点検委託料、７万から１５万と、差が非常にあるんですが、夜須中は

なし、ゼロです。それはどうしてかというのと、学校用務員ですけれども、用務員業

務委託料、シルバー人材センターに委託されていると思うんですが、各小中学校、金

額が微妙に違うんですが、それはどうしてか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 厨房機の点検委託料につきましては、５年経過した場合には法定の点検が義務付け

られているということでですね、金額の違いにつきましては、それぞれの施設の大小

によるものというふうに、ちょっと今のところ思っております。 

 それから、用務員につきましては、昨年までは小学校と中学校、中学校は朝の出勤

時間が尐し早いというようなことから、中学校は尐し金額は高かったわけでございま

すけれど、小学校は基本的には一緒ということでした。昨年までは。 

 今年はですね、これまで用務員さんがいろんな、例えば銀行に行ったり、それから

教育委員会にメール便の配送等で、書類のやり取り等で出張するというか、学校間を

したときにですね、これまで旅費で支給をしておりました。 

 それの旅費の支給につきましてもですね、非常に学校の先生というか、事務の先生

方の業務が非常に手間取ると、煩雑だということから、その分も含めましてですね、

委託料の中に、シルバーさんに試算をしていただきまして、シルバーさんのほうに、

委託料の中に含めたということで、今回、それぞれの学校からですね、距離に応じて

計算がされておりますので、その分が金額の違いということになっております。 

 基本料金につきましては、基本的には一緒でございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  厨房のほうなんですが、５年経過したら毎年しないといけないんですか、定期点検。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  毎年しなければいけないということでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  先ほど課長は、金額の違いは大きさの規模、違いだというふうにおっしゃいました

が、三輪小、三輪中は７万、８万、中牟田は１５万、東小田は１２万になっています。

三並が５４千円。 

 大きさではないような気がするんですが、それは、分かったら教えてください。 

 委 員 長  教育課長 
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 教育課長  お答えします。 

 器具の種類じゃないかなと思いますけれど、ちょっと詳しい内容については、手元

に資料がございませんので、調べまして、後で報告をさせていただきます。 

 委 員 長  河内委員 

河内委員  予算書の８６ページです。 

９款２目１節の報酬の中の上から５番目、嘱託職員報酬４，０２３千円上がってい

ます。 

 資料のほうを見ますと、２９ページ、主な増額費、嘱託職員報酬、カッコ書きで、

栄養士となってます。 

 中牟田小、夜須中の栄養士を外して、何でここで栄養士が出てくるか、説明をお願

いします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 先日の一般質問の折にも、ちょっとふれたと思いますけれど。 

 ２６年度から、各学校のですね、栄養教諭を２校兼務をさせるということと、食材

の発注につきましては、教育委員会が一括してやるということで、教育委員会のほう

にですね、栄養士、管理栄養士を１名配置をしまして、そちらのほうで食材の一括発

注を行うということで、その分の費用を見ておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  予算書の８９ページ、１８節の小中学校のパソコンの購入費でございます。 

 これは、今あるパソコンは何年使われて、処分は、これはリサイクル業者等に引き

取らせる、いくらかでですね、引き取らせるものか。 

 それと、これは５，４００万と大きな数字なんですが、百数十台ということでです

ね、先ほど説明がありましたが。 

 いろんな機器がありますので、１台大体どれぐらいの、本体でも結構なんですけれ

ども、１台いくらぐらいのパソコンを購入になるんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 まず、パソコンの経過年数ということでございますが、ほとんどのパソコンがです

ね、平成１９年に導入したパソコンということで、７年から経過しているということ

でございます。 

 基本的には、今回のウイルスソフトの保証が切れるということで、俗にいうＸＰ問

題でですね、今回基本的に買い替えるということで、処分につきましては、業者のほ

うと、この価格の中でですね、引き取りというか、そういうところで考えております。 

 ただ、一部、尐し年数的に新しい部分が、三輪地区にありますので、そういった部

分につきましては、外部に出ない、インターネット接続しない、教室内で使えるもの

があれば、その分はそちらのほうに回そうかなというふうに思っております。 

 それと、一台当たりの値段でございますけれども、いろんなＯＳを付けた値段とい

うことになりますが、ちょっと細かいことはあれなんですが、１台当たり、そういっ

たソフトとかＯＳ関係付けましてですね、１台１５９千円相当になります。 

 それと、あと合わせまして、この５，４００万の中にはですね、プリンターを各学

校に１台ずつ配置をする予定にしております。複合機でございます。これにつきまし

ては、大体１台、保守料込みでですね、８２８千円程度になります。 

 それと、公務支援システムが別にございます。公務支援ソフトがですね、税別で、

約１７，４２０千円が公務支援ソフトということになります。以上でございます。 

 委 員 長  木村委員 
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 木村委員  資料の、これも各小中学校費の部分でございます。複数ページにわたっております

が、９３ページ、１目１３節ですね、エレベーター保守点検委託料、これが、各学校

かなり差があるようでございます。 

 三輪中におきましては、２台あるんですかね、ちょっと私、詳しく分かりませんけ

ども。 

 他の学校においても、やっぱり同じくらいの３階建てで、同じぐらいのエレベータ

ーの大きさですね、素人見でですね。 

 それでもやっぱり２０万ぐらいの差とか、そういうふうな差になっておりますが、

これは、何でこういうふうな差が出たものかということと、これは、まとめてメンテ

ナンスをしていただいて金額を下げるとかですね、そういうふうな試みはできないも

のか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 エレベーターにつきましてはですね、一応町の財政課のほうでですね、業者のほう

の一括入札をしていただいております。 

 業者が決定して、金額が決まって、うちのほうで個別に契約をさせてもらっている

ということでございます。 

 金額の違い等につきましては、それぞれの設置年度、それから形態、そういった部

分があるものと思っております。 

 あとエレベーターの他にですね、また、椅子式の移動のやつは、また別途契約にな

ってますので、今のはエレベーターということで、お答えをさせていただきます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  これは、１つの業者がしとるというわけですか。ですね、一括で入札取ってという

ことであればですね。で、これだけの差が出ておるということで、捉えたらよろしい

んでしょうか。 

 それと、三輪中につきましては、６９３千円と、かなり差額があるんですけど。 

 すみません。ちょっと私が分からないものですから、これは、台数の違いからくる

ものですか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  設置のメーカーとかですね、そういったのはバラバラですが、保守につきましては、

同じ１カ所の業者がですね、保守メンテを行っているということでございます。 

 ただ今の、後の質問につきましては、ちょっと詳細な資料を持ち合わせていません

ので、後で報告をさせていただきます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  先ほど木村委員のほうから質問があっておった件で聞きたいと思います。 

 ８９ページです。 

 １８節の備品購入費、小中学校のパソコン購入費が１７５台で５，４００万という

ことで、先ほど１台当たり１５万という話が出たわけですが。 

 本体と、それから、いろいろ付いておると思うんですが、そこの金額がもう尐し具

体的に分かりましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

 私が今使っておるパソコンが７万ちょっとなんですよ。常識的に考えて、一般的に

考えて、普通の人が１５万も出してパソコンを買うかな、という思いがしなくはない

んですよ。はい。 

 でも、まあ本体だけに限らず、いろいろなものがあるかもしれませんから、そこら

辺を具体的に聞かせていただきたいと。 

 このパソコンの件に限らずですね、昨日の駐輪場の問題、それから、バス停の問題
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もそうですけども、素人的に考えて、そんな値段がするかという思いが、非常に強い

です。 

 ですから、この件ももう尐し詳しくですね、教えてください。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 まず、パソコンの本体でございます。本体につきましては、１台９８，５００円で

ございます。これにですね、５年間の保守、５年間の出張修理等の保守等を含めまし

て３８，５００円、１台当たりですね。それから、マウスそれからパッド、そういっ

たものが約５００円、それから、オフィスプロフェッショナルというソフトでござい

ますが、これが１５千円、それから、一太郎のソフトが６，４５０円、それから、も

う１つですね、これもパーソナルの機械を動かすためのソフトでございますけれど、

合せて１５千円ですね。それから、一太郎のインストールをするためのＤＶＤ関係、

こういったのが約１，６００円程度かかっております。 

 トータル的に税抜きで２，７８０万程度を、１７５台で割りますと、先ほど申しま

したように、約１５９千円程度になるということでございます。以上です。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  いろいろ具体的に聞きましたけれども、ちょっと納得がいきません。 

 もう１つ、もちろんこれは入札ですね、でしょうか。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 はい。競争入札に付する予定にしております。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  私は文章を打つぐらいで、あんまりパソコンは詳しくないんですが。 

 先ほど、本体以外でいろいろありましたですね。そういうのは、各学校で、兼用で

できるとかいうものはないんですか。例えば、ソフトとかいろんなものがありますけ

れども。 

 そういうのは、各学校でですね、１ついうわけにはいかないでしょうけれども、各

１台に、全部それを付けていかなければならないのでしょうか。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 学校とかですね、例えば役場とか、そういったところにつきましては、一応ライセ

ンス制という手法が取られておりましてですね、必ず１台にですね、そういった１ソ

フトというふうなことでですね、決められておるようでございます。以上です。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  町の場合は、すぐ法律とか決まりとかというふうな話になりますけれども、本当に

財政が厳しいということでですね、職員の削減をしたり、今回も学校関係ではですね、

栄養士を外して、子どもの食育の安全が保たれるのかという、そういう心配の中から

でも、削減をしながら経費を落していきよるんですよ。 

 決まりとか、云々でね、それを尐し、決まりはあなたたちが作ったんでしょうもん。

じゃあ変えればいいじゃないですか。 

 そうやってでも、やっぱり経費削減をしていかないと、そこら辺について、もう１

回、お願いします。 

 最後の質問ですから。 

 委 員 長  副町長 

 副 町 長  このソフトの関係はですね、著作権の問題がございます。 

 それでですね、そういうことをすると、すぐ訴えられるというふうなことでですね、
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過去何度か、おそらくあったと思います。 

 言われるのは分かります。もうコピーして使えばですね、簡単にできるわけですけ

ど、そういう著作権の問題でですね、訴えられるというふうなことでございますので、

１台１台ですね、インストールしなくてはならないという、そういう決まりになって

おります。以上です。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  財政的な面について、尐し補足説明をさせていただきたいと思います。 

 冒頭に説明したときにですね、この教育情報化につきましては、国のほうがですね、

４カ年計画の中で交付税措置をしているということで、ご説明をさせていただきまし

た。 

 ２１世紀にふさわしい学校教育を実現できる環境の整備を図るため、第２期教育振

興基本計画で目標とされている、水準の達成に必要な所要額を計上した、教育のＩＴ

化に向けた環境整備４カ年計画に基づき、平成２９年度まで、単年度１，６７８億円

の地方財政措置を講じるということになっておりまして、教員の公務用コンピュー

タ、インターネット接続費用、それからＩＣＴ支援員の配置費用、当然子どもたちの

教育用コンピュータもこの中に入っておるわけでございますけれど、試算をしました

とこですね、小学校で、これはあくまでも交付税措置でございますので、基準財政需

用額の中に参入するということで、小学校で２１，５３３千円、それから中学校で１

２，３５４千円、合わせまして３３，８８７千円をですね、基準額の中に、需用額の

中にですね、参入するという財政措置がなされているということでございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  もちろん著作権と言われればですね、私たちも違反しとるとでしょうね。やっぱり

コピーして結構使っていますからですね。 

 それはもうそれで、言われれば仕方ないと思うんですが、５年間の保守契約ですね、

これがまた３８，５００円と。１年間に１７５台ですから、６７０万ばかりかかると、

これが５年間ですか。 

 これは、役場のパソコンも、保守点検をやっぱり契約されているんですかね、ちょ

っとお伺いします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 役場のパソコン等についてもですね、保守契約はしております。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  ウイルス対策、いろいろあるとは思うんですけどですね、私たち素人では、私も７

年、８年使うパソコンでいろいろ頑張ってるんですが、ウイルス対策関係は結構もう

パソコンで出てきますから、その通りすれば、非常にまた開発してきておると思うん

ですが。 

 年間に月３千円程度の保守契約とは、大体どこまでの保守契約なんでしょうか。ち

ょっと詳しく教えてください。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  一応、通常使っている状態においての故障についてはですね、すべて対応していた

だけると、いうことを聞いております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  パソコンのことなんですけれども。 

 先生たちが忙しいということは、常日頃から伺っていることなんですけれども、子

どもと向き合う時間をより確保するために、このパソコン、公務支援ソフトというの

が、その部分になるのかなというふうに考えるわけなんですが。 
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 それを使用することによって、先生たちの多忙感と言いますか、どこまで緩和、改

善されるのか。どういう内容のものなのか、どういう部分で緩和される、パソコンを

使うことによってですね。その点について、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 現在使われておりますパソコンにつきましては、先生たちがネットワークされてお

りません。ですから、単体単体でですね、例えばメールとかするにしても、一旦イン

ターネットで外に出て行って、その隣の先生のアドレスに行くという形です。 

 それをですね、校内ＬＡＮというか、公務支援の中にですね、それを一緒に入れて

ですね、先生たちが一緒に繋がるということ、それから、基本的に中身としましては、

グループウエア、そういったグループウエアという、先生たちの繋がった状態の中で

ですね、いろんなスケジュールとかメールとかの管理。 

それから、あと基本的な先生たちが持ってあります成績管理とかですね、出席管理。

それから当然、成績管理が出ますので、通信簿等もそれで処理ができるということ。 

それから、週案というか、日々の学習指導のための週案作成等もですね、これで行

うということで、実際国のほうがですね、この公務支援システムの活用について、一

応モデルを設定してですね、研究をした結果が報告をされております。 

 これによりますと、大体先生方１人当たりですね、３０分程度のですね、時間の節

約ができるというような結果が出ている状況でございます。以上でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ３０分が本当に評価される時間なのかどうかというのは、疑問だなというふうには

思いますけれども。 

 先生たちは事務的な処理と言いますか、今、縷々言われました出席とか成績とか、

それはそうなんですが、その他のいろんな事務的なことというのが多い、それに煩わ

されて時間が取れないというふうなことも聞いているんですけれども。 

 そのことについても、このパソコンを使用することによって、改善ができるのかな、

どうなんでしょう、その辺は。お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 先ほど３０分と申しましたのは、１日３０分でございます。 

 ですから、１日３０分、子どもたちと向き合う時間ができればですね、相当子ども

たちにですね、寄り添った仕事ができるというところでございます。 

 先生たちの日々の事務というのが、今、質問がありましたけど。昨年調査をしまし

て、その報告をさせていただきましたが、先生たちの一番の、例えば残業というか、

子どもたちが帰った後、学校に残ってある部分について調べましたところ、大体教材

研究とかですね、そういったのが、ほとんどの先生はそういった部分が大きいという

ことで、報告をさせていただきましたが、その教材研究もですね、その公務支援シス

テムの中に取り込むことによりまして、例えば、その教材を皆さんで共有できると。

すべての先生で共有できるということで、いちいち積み上げた教材がですね、１人の

ものにならなくて、みんなで共有できるということから、そういった部分がですね、

効果が期待できると。そのような報告もあっております。 

 教材研究、それからいろんな学校の研究発表会等の資料とかも共有ができると。そ

ういう意味で改善が尐しずつ図られていくものと、そのように考えております。以上

です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  先ほどの回答では、公務支援ソフトが１，７４２万ということでしたので、やはり
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多額の金額でございますので、これがですね、やはり費用対効果と言いますか、先生

たちによってより良く活用していただいて、それが子どもたちと向き合う時間に、よ

り多く捻出して、子どもたちにとっていい方向で行けば、尐しは理解もされるのかな

というふうに思いますので、今後しっかり活用していただきたいと思います。 

 委 員 長  この問題、いろいろ内容が、同じような質問になっているようですけど、次期の全

協なら全協で話してもらうか。 

 もう１つですかね。 

 はい、木村委員。 

 木村委員  短くあれさせてもらいます。 

 今の関連でございますが、この５，４００万でですね、大きな予算を投入しており

ますので、大事なのはこれからだと思います。 

 以前は何回も学校訪問に行って、現場の先生方と話させていただいたんですが、パ

ソコンを使ってらっしゃらない先生もたくさんいらっしゃいます。 

 私は、こんなのはもう全然だめやけんという、結構ちょっと年配のですね、どちら

かというとですね、先生方で使われてない方もたくさんいらっしゃいますので、その

辺をしっかり使っていただく、これからこの辺りをしっかり検証していただいて、取

り組んでいただく。これからが大事と思いますので、よろしくお願いします。すみま

せん。 

 委 員 長  回答いいですかね。はい。 

 質疑が終わりましたようです。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩します。 

 午後１時から再開します。 

（１２：０８） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１３：００） 

 委 員 長  先ほどの河内委員の福島団地移転保留者の件で、都市計画課長からの発言の申し出

があっておりますので、これを許可します。 

都市計画課長 

都市計画課長  午前中を河内委員から受けました篠隈団地第２期工事に係る移転を保留しておる

協議中のものの数ということで、福島団地のご質問をいただいておりましたけれど

も、私、福島団地５戸ということでお答えいたしましたが、正確には福島団地が１、

松延団地が４の計５戸でございます。訂正させていただきます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  福島団地１ということですが、その方については、移転していただく可能性はある

んでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 これから１年間ございますので、しっかり協議をさせていただきたいと思っており

ます。 

 委 員 長  それでは、生涯学習課の予算説明を求めます。 

生涯学習課長 

生涯学習課長  それでは、生涯学習課の予算について、説明をさせていただきます。  

 予算書１０４ページをお開きください。 

 ９款教育費、８項社会教育費、１目社会教育総務費９３，６２７千円でございます。
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前年比は１５，０１３千円の減となっております。  

 この減の主な理由は、職員の人件費の分でございます。 

 社会教育総務費の主なものでございますけれども、嘱託職員、地域活動指導員、社

会教育指導員等の報酬、青尐年育成町民会議及びＰＴＡの社会教育関係団体への補助

金などを計上させていただいております。 

 続きまして、１０５ページに移ります。 

 ２目めくばーる学習費でございます。３６，３５０千円で、３，００２千円の増で

ございますけれども、これは、１１節需用費の修繕料３，６６３千円ですが、めくば

ーる学習館、町民ホールの自動ドアの修繕４カ所、学習館内のエレベーターの部品交

換を行いますので、これに伴う増が主なものでございます。 

 その他めくばーる学習館、町民ホールの維持管理費用でございます。また、めくば

ーる全体の電気料、上下水道の使用料が光熱費の中に含まれております。 

 委託料の昨年からのアップにつきましては、消費税アップにおけるものでございま

す。 

 続きまして、１０６ページに移ります。 

 ３目公民館費で９，５０６千円の支出で、前年比１，８３６千円の減でございます。 

公民館で行います各種学級、講座、青尐年事業と自治公民館施設整備や活動支援の

ための補助金が主なものでございます。 

 ９節の旅費ですが、昨年は九州大会が福岡で行われましたけれども、平成２６年度

は県外で行われますための増でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金３，５５７千円でございますが、自治公民館等コミュ

ニティ施設整備費、コミュニティ整備費補助金ですが、昨年より１地区の申請が減っ

たことによります減額でございます。 

 １０７ページ、４目公民館支館費４，７４０千円で、前年比１，１９０千円の増で

ございます。これは、１０８ページの１８節備品購入費で、コスモスふれあいホール

の液晶プロジェクターを購入するための増が主なものでございます。 

 続きまして、５目コスモス図書館費でございます。３６，１５２千円の支出で、前

年比１，０６９千円の減でございます。 

 主なものは、図書館業務委託料でございますが、昨年よりのアップにつきましては、

消費税分でございます。 

 １８節の備品購入費につきましては、ＡＶコーナー、液晶テレビを老朽化により２

台買い替えたいと考えております。 

 ６目めくばーる図書館費でございます。３６，７６４千円で、前年比の２，０６３

千円の増でございます。 

 増の要因としましては、１０９ページの１１節需用費の修繕料でございますが、図

書館自動ドア３カ所の修繕と、１５節の工事請負費としまして、お話コーナーでブラ

ックシアターを行うための遮光カーテンを取り付けるための工事、それから、１８節

備品購入費としてＡＶコーナーの液晶テレビが老朽化いたしておりますので、１台購

入するものでございます。 

 続きまして、７目人権・同和教育推進費でございますが、１４，２０８千円で、前

年比１，２１７千円の増でございます。 

 増額の主な要因は、８節報償費で、昨年補正で上げさせていただきましたけれども、

隣保館を中心とした独居高齢者訪問や単身保護者家庭の子育て支援事業で、県の補助

事業として、平成２５年度から３カ年行うものでございます。 

 １１０ページに移ります。 

 ９節の旅費で、研修旅費として、全国大会、九州大会、県の研究大会、夏期講座、

解放子ども会などの視察研修費でございます。 
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 他に、人権・同和推進協議会、人権フェスタ、人権セミナー、解放子ども会などの

負担金が主な支出でございます。 

 続きまして、８目文化振興費１８，６９７千円の支出で、前年比１，３５７千円の

増でございます。 

 増額の主なものとしましては、１１節の需用費の修繕料で、町民ホールの舞台設備

の吊り物の昇降装置の修繕でございます。 

 また、他の支出の内容としましては、講演会、演奏会、映画会などの自主文化事業

の委託料、文化団体であります文化協会への補助とめくばーる町民ホール、コスモス

プラザのふれあいホールの舞台、吊り物、照明、音響などの保守点検及びオペレータ

ー業務が主な費用となっております。 

 続きまして、１１４ページをお開きください。 

 １０項保健体育費、１目保健体育総務費で７，３６２千円で、前年比で１６９千円

の増でございます。 

 増の主なものとしましては、９節旅費の研修費でございますけれども、スポーツ推

進委員が県の研修や、２６年度は九州大会が県外で開催されますので、その大会に参

加することによります増でございます。 

 １３節委託料のスポーツフェスタ事業委託料３１５千円でございますけれども、こ

れは、パークゴルフ大会、ビーチボールバレー大会、ソフトボール大会、マラソン大

会を関係団体に運営委託しておりますので、その委託料でございます。 

 その他大きな支出としましては、１９節負担金補助及び交付金の体育協会補助、全

国規模の大会出場助成金、スポーツ尐年団補助でございます。 

 続きまして、２目体育施設費２９，３０７千円で、前年比７８３千円の増でござい

ますが、これは、１１節需用費の、修繕料の農業者トレーニングセンターのネット２

セット分を交換するものでございます。 

 その他主な支出は、社会体育施設の運営、維持管理費用及び学校開放施設の夜間照

明の光熱水費が主な支出でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  予算書の１０５ページ、下から３行目、ピアノ調律手数料、及び１１０ページの一

番下の、同じくピアノ調律手数料ですね。 

 これは、本町には、まだ複数台ピアノがあると思いますが、この分については、２

台分しか見つけきらんやったのですが、これは、どこに入って、いくらぐらいの振り

分けになっておるか、お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 めくばーる学習館費のピアノ調律手数料にあるのが、学習館のアップライトのピア

ノが１台でございます。それから、公民館支館にあります役務費の手数料のピアノ、

これが公民館支館にあります調律の分でございます。 

 それから、あとの３台、ふれあいホール、それからめくばーる、ホワイエと舞台に

ございますピアノにつきましては、文化事業費の中の８目の文化振興費の中にありま

す、町民ホールの舞台業務委託料の中に、オーバーホールとして３台、年に２回行い

ますので、その中に入っております。 

 以上、５台分でございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  今、町民ホール舞台業務委託料の中に３台分入っておるということでしたが、金額
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はどれぐらい入ってますでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えをいたします。 

 金額としましては、１８８千円でございます。プラス消費税分ございます。以上で

ございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  ということであれば、２台については２６千円と３７千円、３台について、平均で

割れば６万ということで、かなり差額が出てますけど、これはどうしてでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えをいたします。 

公民館支館にありますピアノの調律は、１年に１回でございます。そして、めくば

ーる学習館にありますアップライトピアノについては、年２回調律をいたしておりま

す。そして、町民ホールそれからコスモスプラザのホールにありますピアノ、それか

らホワイエにありますピアノについてはグランドピアノでございまして、１年に１回

オーバーホールをいたしておりますので、金額の差があるかと思います。以上でござ

います。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  予算書１１４ページの保健体育総務費、１９節負担金補助金の欄でですね、全国規

模大会出場助成金２０万とありますが、まだ終わってはおりませんけど、２５年の実

績が分かれば教えていただきたいと思います。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 個人の競技と団体の競技がございます。４件、１団体の４名といいますかで、そう

いうふうになっております。以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  金額のほうも教えていただきたいと思いますが。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 予算的には２００千円を超えております。それで、流用というふうな形も含めてで

すね、応援をするといったような意味で、正式な金額は、今資料を持ち合わせており

ませんけれども、そういう全国大会に参加をされたならば、できるだけ応援をしたい

というふうには考えております。そういうふうなことで、今まで手も打っております。

以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  なんで質問したかと申しますと、２５年度、本当に子どもたちが頑張って、全国大

会等に出場したと。また、団体では尐林寺等も全国大会に出場ということで、かなり

の人数が行っております。 

 この２０万で、はっきり言って足らないのはもう事実でございます。その分が補正

でかけられてきております。そういう中で、今回も２０万という数字が提示されてお

りますが、もう補正じゃなくて当初予算からですね、４０万ぐらいでも付けていくべ

きじゃなかろうかと。 

 そういう補正をかけるということはですね、全国大会に行かれる方にとっては、ち

ょっと苦痛と言いますか、申し訳ない思いが発生すると思いますので、その辺の予算

の作り方ですね、当初より、大体流用じゃなくて、要る分の想定で予算化してもらい

たいと思いますけど、どんなですか。 

 委 員 長  生涯学習課長 
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生涯学習課長  お答えいたします。 

 年々全国大会の参加が増えております。いろんな冠大会と言いますか、いろんな大

会があっております。 

 近隣も調査をいたしまして、本来やっぱりすべての全国大会と名が付く部分につい

ては、もう応援をしたい所ではございますけれども、それに対応しますと１００万と

か１５０万というような金額も、例えば北海道で全国大会がある。それに団体が全部

行くというようなことになりますと、大変な金額になります。 

 そういうことも含めまして、平成２６年度、若干ですね、規約と言いますか、そう

いうものを作って、団体それから個人というような形でですね、金額を決めていくよ

うに、今、検討をしているところでございます。以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  今言われましたようにですね、北海道、東京、沖縄、いろんなところで全国大会が

あっておるわけでございます。そこで選手だけのみならずですね、保護者も一緒につ

いて行かれるという中で、この補助の範囲というのがあれば、説明をお願い申し上げ

ます。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  範囲というようなことでございますけれども、基本的に選手、それから監督という

ようなことでございます。以上でございます。 

 （「金額は。」の声あり） 

生涯学習課長  半額補助でございます。以上でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  また、図書館の管理運営について、お聞きしたいと思います。 

 一般質問で時間がなくてですね、聞けなかった分がありますので、お聞きしたいん

ですが。 

 両図書館の図書購入費ですね、ここ３カ年間、今年度も含めて、２６年度まで含め

て１，１５０万、同じ金額で設定されておるようですが。 

 １カ月すると９０万から１００万程度の図書購入費になろうかと思うんですが、雑

誌まで含めると９００冊というふうな感じだったと思います。伝票を見よったらです

ね。 

 それで、雑誌はのかしましても５００冊ぐらいあるわけですね。ですから、これが

コスモスとめくばーると別々の伝票が上がってくると思うんですが、その図書の購入

選考の仕方と言いますか、購入の仕方というのが、図書運営協議会でいろいろ協議さ

れておるのか、それとも業務委託の担当の方が判断されているのか、それとも業者の

方に依頼しているのか、どういうふうな方法でこの図書の購入をされているのか、お

伺いいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えをいたします。 

 まず、その資料にもありますけども、ＴＲＣ、図書館流通センターというものの略

でございますけれども、そこから毎週新刉案内書が送ってきます。このぐらいの厚さ

で。その新刉案内書に基づきまして、図書司書が選考と言いますか、こういうものを

買いたいということで、そういうものが担当課、私のほうに上がってきます。 

 課内で決裁を受けまして、よろしかろうということで、図書司書に戻しますけれど

も、それに基づきまして、図書館流通センターというところが持っておりますシステ

ムがコスモス図書館にございます。そのシステムを利用して、インターネットで注文

をすると。 

 注文をしました図書がバーコード、それから装備を行いまして、そして納入をされ
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て来るというような手順になっております。以上でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  分かりました。 

 そうしますと、コスモス図書館、それからめくばーる図書館とも同じような本を注

文されるということですか。それとも、そこの内容によって異なるということですか

ね、どういうことでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 それぞれ同じものを２つの図書館に持つということではなくて、それぞれ違った図

書を購入するということでございます。 

 それぞれの図書館の特徴を生かした部分も揃えておりますので、そういうふうな分

け方でしております。以上でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  ありがとうございました。 

 そしてですね、もしよければそれを今度入れ替えてでも見ていただければ、いいな

というようなことで思いますので、ぜひ、そういうこともしていただいたらなと思い

ます。 

 それと、もう１点なんですが、やはりお借りされますと、これが返ってこないこと

が結構あると思うんですね。返却が遅いということで、それからまた、ひょっとした

ら、いつの間にかなくなっとるとかいうふうなことも出て来ると思いますが、そのよ

うな管理はどこの部署で管理、もちろん業務委託のところの担当の方がされておると

思うんですが、それがどのくらいあるのか。そして、それがどのよう回収できている

のか、できたらお願いします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 コスモス図書館費、５目の図書館費の中の、役務費の中に通信運搬費というのがご

ざいます。この中で督促状も含めて郵送をして、大体昨年度で１２０通督促をいたし

ております。 

 図書館の司書によりますところで、その督促をしていただいているところでござい

ます。１２０通でございます。以上でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  督促は毎年１００件ぐらいしかないということですかね。そして、それでほとんど

１００％返って来ているんですかね。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 尐し説明不足だったかもしれませんけれども、郵送でします分が１２０通ぐらいあ

りまして、まず、基本は電話督促をやります。電話督促をやりながら、それでも返っ

て来ない場合については郵送でする。 

 申し訳ありません。郵送をやって、それでも返って来ない場合は電話催告をすると、

催促をするというような形を取っているようでございます。 

 率までは、今手元に持ち合わせておりませんので、後でご報告いたしたいと思いま

す。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  川上委員さんの関連でですね、図書経費の問題で質問させていただきます。 

 実は、私も図書館の運営について、他町村に視察に行ったわけですが、その時の説

明ではですね、いわゆる複合施設の中に図書館がございまして、いわゆる集合の、集
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中と言いますか、めくばーるとは違ってですね、いわゆるコスモスみたいなように複

合施設が集中した配置でした。 

 その中で図書館が、職員をですね、最小限に配置して、どうしても今、川上委員か

ら言われたように、本がですね、なくなるということでですね、それはもう覚悟して、

担当の職員から聞く限りではですね、もう覚悟しておりますと。その代わり職員をも

う尐数で、もう窓口だけで対応しておると。それで人件費がですね、それだけ軽減で

きる関係で、本がなくなっても、それは仕方がないと。 

 それはモラルの問題もですね、それは大切なことかもしれませんけど、トータル的

にそういうふうな考えを持ってあるという、視察研修のときにですね、そういう説明

を聞いたわけです。 

 それが、いいかどうかも私は分かりませんけど、そういう一例があったということ

でございます。 

 もう１点はですね、木村議員からご指摘のピアノの調律の経費の問題で、これは、

経費的には確かに尐ないからですね、取り上げること自体もちょっと問題があるかも

しれませんけどですね、これは同一業者、１人の業者で対応してあるのか。それと、

要するに学校にもですね、６校ありますし、学校もピアノを教育で使用されておりま

すので、そういったとこと、なんか１つの業者で契約したりすると、安価に繋がって

いくんではないかなというふうな思いがしますので、この点お答えいただきたいと思

います。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 ピアノの調律につきましては、学習館にありますピアノは同一業者でございます。

それから、公民館支館にあります、２階にあります調律の業者は違う業者でございま

す。 

 金額が違いますのは、公民館支館のやつは年に１回でございますけれども、めくば

ーるにございますピアノについては、年２回やっているというようなことで、１回し

かしないから、それだけよくするのか、そこの詳しいところまでは調べておりません

けれども、見積もりによりまして、それだけの差があるということでございます。 

 確かに同一業者にしていく方向で考えていきたいとは思っております。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  コスモス図書館またはめくばーる図書館の１３節の委託料について、お尋ねをいた

します。 

 図書館の広さ、めくばーるとコスモスはそれぞれ違いますけど、蔵書数も違うと思

います。また配置人員も違うと思いますが、２３，９９６千円で両方とも上がってお

りますが、どんな内訳になっていますか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 委託料につきましては、同額でございます。コスモス図書館とめくばーる図書館の

業務委託は同額でございます。 

 面積が広い、蔵書数の差はございますけれども、蔵書数で、コスモスは１２万３千、

めくばーるが１０万９千と、１万弱の蔵書数の差があるかと思いますけれども、サー

ビス内容の部分についてはですね、それぞれ同じようなサービスをやっておりますの

で、同額というようなことでございます。以上でございます。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  先ほど図書の購入費でありますが、コスモスが６５０万、めくばーるが５００万の

予算計上されてあるようでございますが、蔵書数も確かに違うと思いますが、果たし
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て、ある程度来れば、めくばーる図書館の委託料がもう尐し安くなってもいいんじゃ

なかろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 一般質問の折にも若干ふれたかと思いますけれども、今、登録率も若干増えており

ますし、来館者も増えております。 

 そういう関係で、蔵書数には、その差はございますし、新刉購入にも差はございま

すけれども、来館をしていただきますお客様についてはですね、差はそんなにござい

ません。 

 ですから、蔵書数が多いから、それだけ人数が要らないとか、そういうサービスと

いうようなことにはならないというふうに思っておりますので、尐ない人数で最大の

効果を得るためにも、ぜひとも利用者数の増もしていきたいというふうに考えており

ますし、また、来館者も増やしていきたいというふうに考えております。以上でござ

います。 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 それと、説明不足でございましたけれども、それぞれの図書館の業務委託は一本で

ございます。それぞれに、別々に業務委託をしているということではございません。

以上でございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、歳出を終わります。 

 続きまして、歳入の説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  それでは、歳入の説明を申し上げますので、予算書の１４ページをお願いをいたし

ます。 

 １款の町税でございます。１項の町民税から５項の入湯税まで、総額にしまして２，

８５５，４５９千円を計上いたしております。 

 税目別に見ますと、個人町民税につきましては、約１２，２００千円の増、それか

ら法人町民税の部分につきましては、２６，６００千円の減でございます。固定資産

税につきましては、約３０，７００千円の減、軽自動車税が約２，８００千円の増、

たばこ税が９，０００千円の減でございます。 

 町税全体では、約５１，８００千円の減額ということで計上をいたしております。 

 それから、２款の地方譲与税から１５ページの５款株式等譲渡所得割交付金までに

つきましては、２５年度決算見込みにより、昨年度同額を計上いたしております。 

 それから、６款の地方消費税交付金につきましては、消費税率の引き上げに伴いま

して、その税率引き上げ額ではなくて、総務省が示した地方交付税の基準財政収入額

の倍率１．２５倍で、平成２５年度の決算見込みを乗じて計上いたしておるところで

ございます。 

 それから、７款のゴルフ場利用税交付金から、１６ページ、地方特例交付金までに

つきましては、平成２５年度見込額を計上をいたしております。 

 それから、１１款地方交付税につきましては、国の交付税算定基準によりまして、

３，８３８，００８千円を計上をいたしておるところでございます。 

 本年度は、この地方交付税につきましては、留保財源を確保いたしておりません。

冒頭、昨日も申し上げましたけれども、当初予算比では１２８，５５９千円の増額と

なります。昨年は留保として２億円ほど確保しておったところでございました。 

 それから、１２款交通安全対策特別交付金については、決算見込みで計上をいたし

ておりまして、昨年よりも３０万の減のところで見込んでおるところでございます。 
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 １３款分担金及び負担金でございますが、この部分につきましては、それぞれの説

明の欄に記載しております事業の分担金でございますので、説明については、省略を

させていただきます。 

 続いて、１７ページでございます。 

 １４款使用料及び手数料で、１項の使用料の２目５節大刀洗平和記念館の入館料に

つきましては、昨年よりも入館者が増加する見込みで、４１０万ほどの増額にしてお

ります。４１，１００千円を計上しておるところでございます。人員的には、昨年が

９万人の見込み、今年は１０万人というところで積算をいたしております。 

 ７目土木使用料の住宅使用料につきましては、４，４９８千円減額の７６，１３５

千円を計上しておるところでございます。 

 続いて、１８ページでございます。 

 １５款国庫支出金です。この国庫支出金につきましても、それぞれ説明欄に事業名

を記載をしております。 

増減の大きいものにつきましては、１項国庫負担金の３目１節保育所運営負担金で

ございますが、この部分が私立保育所への入所児童の増加によりまして、２０，９４

０千円ほどの増で見込んで、額的には１１５，９２１千円を計上しておるところでご

ざいます。 

 １９ページの２項国庫補助金、３目１節の社会福祉補助金、これにつきましては、

臨時福祉給付金給付事業補助金１２１，２７０千円につきましては、消費税の引き上

げに伴います低所得者対策、それから年金の子育て分として、全額国庫補助により給

付事業を行うものでございます。 

 併せて、これの事務費として２１，９４５千円を見込んでおりますが、この部分も

全額国庫からの負担でございます。２節の児童福祉補助金の保育緊急確保事業につき

ましては、昨年度安心こども基金というのがございまして、今年も若干ございますけ

れども、この事業の一部分について、事業の名称が、あるいは内容が変わっておりま

す。保育士等の処遇改善あるいは保育体制の強化事業等の事業費でございますが、こ

の部分に９，５１６千円を計上しておるところでございます。 

 それから、７目土木費国庫補助金の２節道路整備補助金、防災安全交付金につきま

しては、橋梁の補修工事、道路のストック点検、こういったものの５６，６５０千円

を計上いたしております。 

 ５節の住宅費補助金の防災安全交付金につきましては、篠隈団地の２期工事の補助

金１２７，４５６千円を計上しておるところでございます。 

 ６節の公園費整備補助金につきましては、多目的運動公園整備補助金１５４，００

０千円を計上しておるところでございます。 

 続いて、２０ページでございます。 

 １６款県支出金でございます。１項３目３節児童福祉負担金につきましては、国庫

負担金同様に私立保育所への児童数の増により、保育所運営負担金１０，４７０千円

を増額いたしまして、５７，９６０千円を計上しておるところでございます。 

 続いて、２２ページをお願いをいたします。 

 ７目１節住宅費補助金７５０千円につきましては、昭和５６年以前に建設された木

造戸建の住宅の耐震診断結果での改修が必要な住宅への県費の補助分、１０棟分でご

ざいますが、この分を計上しておるものでございます。 

 続いて、２３ページ、３項県委託金、２目３節、これについては、来年４月に知事、

県議選が実施されますけれども、その前段として、本年度中に５，０００千円程度の

見込み、準備が必要でございますので、５，０００千円を見込んで計上しておるもの

でございます。 

 続いて、２４ページでございます。 
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 １７款財産収入でございます。１項２目各種基金利子につきましては、４，１００

千円減の３５，６６０千円を計上いたしております。 

 １９款２項の基金繰入金につきましては、６５０，０５１千円の減額でございまし

て、総額的には７４４，７７２千円を計上をいたしております。 

 基金ごとの事業別繰入内容につきましては、全協資料でお渡しをしております、そ

の資料の１０ページに記載をしておりますので、説明については省略をさせていただ

きます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 ２０款の繰越金につきましては、留保財源を今回は確保いたしておりませんので、

５０，０００千円増の１５０，０００千円を計上しておるところでございます。 

 それから、この２５ページから２８ページにかけまして、２１款諸収入がございま

す。これにつきましては、説明欄に記載をしております。 

 特に雑入につきましては、できるだけ雑入の中身を細分化して、今回は掲載をいた

しております。項目を表示いたしておりますので、説明については、省略をさせてい

ただきます。 

 続いて、２８ページでございます。 

 ２２款町債でございます。総額、前年比１０４，０６９千円増の９６８，１７８千

円の借入予定でございます。 

 これの借入の中身につきましては、これも全協資料の１１ページに明細を記載して

おりますので、説明は省略をさせていただきます。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

金子委員 

 金子委員  財政課長からですね、この時間帯に、税務課長がお見えになって、そこで回答をい

ただくという約束をしておりましたので、ちょっと質問します。 

 内容につきましては、この町税ですけど、何かですね、町税、毎年尐しずつ下がっ

て来ております。この町税の予算化のところがですね、ちょっと弱気になられて、決

算でこれくらいやったから、次の年もこれくらいじゃなかろうかというような傾向の

考え方か、何かそういうふうな考えで進んであるようなことだったんでしょう。思い

ですよ。 

 しかしですね、やはり今から行われます２６年度の適正課税というのは、やはりき

ちっと立ててですね、収入があろうがなかろうが、ちょっと言い方は悪いばってん、

もし取れない部分があるにしても、適正課税額というのはですね、維持しなければな

らないと思うわけですが、年々下がって来ておりますが、その適正額も下がると見込

んであるのか、そこをお尋ねしとったわけです。そこを質問します。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  説明の前に、予算編成の基本でありますが、歳入歳出とも的確に把握することが求

められているわけであります。 

 私の概念の中に、歳入についてはきつくと言いますか、硬く見積もり、歳出につい

てはやや甘くなるのではないかと思います。そのことが、今回の補正予算あるいは決

算において表れているのではと思います。 

 特に、歳入の見込みを大きく誤りますと、歳出予算に支障をきたすおそれがありま

す。今回の補正予算で、町税の減額補正を行ったわけでありますが、このことにより、

財政課に迷惑をかけたことと思います。 

 金子委員の意にそわない答弁かもしれませんけども、これから尐し説明申し上げま

す。 
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 この基本に基づき町税の算定を行ったものが、今回の予算であります。 

 まず、町民税の減ですが、これは、法人町民税が要因です。アベノミクスによる経

済効果が叫ばれていますが、本町においては、その効果が表れていないものと考えら

れます。 

 資料はですね、予算説明資料の７ページに一覧表が載っておりますので、それに基

づいて説明しております。 

 固定資産でございますが、大都市を中心に土地の価格が下落から上昇に転じている

中、地方においては、まだまだ下落が続いているようです。 

 本町においても、昨年７月の時点修正において、約３％から５％の下落となってお

り、その影響で、土地に対する税額が減となっています。 

 それと償却資産の減が大きな要因となっています。これは、企業等による設備投資

が思うように進んでいないものと思われます。 

 特に、ここで名前を上げていいかどうか分かりませんけども、悪い場合は削除をお

願いいたします。九州電力の関係でございます。 

 この九州電力の関係で、償却資産が約半分ぐらい占めておりますので、この分で約

８００万ほど落ち込んでおります。 

 一方で増加の要因として、消費税率のアップによる駆け込み需要の影響で、新増築

家屋が前年比２０棟ほど増えています。この傾向は、本年度いっぱい続くのではとい

うふうにお見込みしております。 

 しかし、１月以降３月分については、当初予算には反映できませんので、その辺は

増額の対象とはなりません。 

 たばこ税につきましては、健康志向による売り上げの減の影響で下がっています。 

 金子委員が言われるように、課税客体を確実に把握することはもっともなことであ

ります。その中で、比較的把握しやすいものとしにくいものとがあります。 

 しにくいものとして、先ほど言いました、法人町民税、固定資産税の中の償却資産

などがあります。以上のようなことを踏まえ、今回の当初予算編成を行ったところで

あります。以上でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  歳入の１７ページの１４款７目の道路使用料ということで、下のほうなんですが、

ＮＴＴの占有料ということで、１，１７９千円という額が計上してあります。 

 と同時にですね、九電の、いわゆる関係はなかったのでしょうか。これは、ＮＴＴ

だけ計上してありますが、九電関係で道路使用料とかいうのはなかったのか、お答え

いただきたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えをいたします。 

 ＮＴＴ柱につきましては、こういった使用料が入ります。その代わり何らかの理由

で、その柱を移動しなければならない。そのときには、移動する費用については負担

しなきゃならない。九電につきましては、その使用料を求めてない代わりに、何らか

の形、町道を拡幅するとか、そういった場合、移動しなければならないときは、九電

が負担をするという形で、取り決めがなされております。そういう状況でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  そうしますと、行政は、そういう協定と言いますか、双方の協定がなされておると

いうことでしょうか。この場でお尋ねして申し訳ないんですが。 

 個人の場合ですと、やはりそういう手法が取れるのでしょうか。敶地料は、占有敶

地料は貰わないけど、移動するのは九電の経費でやってくださいとか、そういう手法

は取れるのでしょうか。 
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 委 員 長  今の質問については、町の予算の関係ではありませんので、別個にお尋ねしてくだ

さい。 

 福本委員  論外ですので、これは、私の愚痴ということで。 

 委 員 長  後でまた、調べてください。 

石丸委員 

 石丸委員  １４款２目の５節平和記念館入館料、先ほどの金子委員とは全く別で、大変な強気

だなというふうに思います。金額にして４００万程度、それから人数にして１万人程

度の増ということでの、こういう金額だと思うんですが。 

 昨年は「永遠のゼロ」をはじめですね、いくつかの企画があったと思うんですね。

そういうことからの入館の人口の増というようなことも聞き及んでおるわけですが。 

 ２６年度、さらにそれを増やすということであれば、その根拠となる昨年のような

企画、そういうのが具体的にあればですね、教えていただきたいと。 

 つまりですね、今回増になっておりますけれども、人数にして１万人程度の増で見

込んでおりますから、昨年は、私がさっき言いましたように、「永遠のゼロ」をはじ

めですね、そういう企画がいくつかあった、そのことで入館者も増えたというふうに

聞き及んでおるわけですから、さらに１万人増ということで見込んでおられるのであ

ればですね、２６年度もそういう企画を考えられておるのか、どうなのかをお聞きし

たいわけです。 

 委 員 長  副町長 

 副 町 長  お答えいたします。 

 今回の予算は、昨年度の予算に対する増でございます。昨年が９万人ということで、

実質は決算すると１１万５千ぐらいいくんじゃないかというふうに、一応見込みを立

てとるわけですが、２６年度の当初につきましては、９万人から、去年９万人だった

んで、それよりも１万人ぐらいですね、おそらく増えるだろうと。 

 と言いますのが、全国各地からですね、修学旅行とかですね、いろんなＰＲによっ

て、かなりの入館者が増えております。それくらい見込めるというですね、意気込み

で、一応予算は立てておるところでございます。 

 その他にですね、そういう企画につきましてもですね、２６年度、一応計画いたし

ておりますのでですね、それくらいの見込みはあるということでの予算でございま

す。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  分かりました。 

 決して否定しているわけじゃなくて、たいへんいいことだという立場からやってお

るわけですが、昨年がそういう企画がいくつかあってですね、そのことでの、非常に

入館者が増えたといふうに聞きましたものですから、２６年度、昨年度から比べたら

１万人増の目標と言いますか、そういう意気込みでやっていくんだということですか

ら、何かそういう企画があるのですかということをお聞きしたわけですが、まあ、意

気込みだけじゃ、なかなか目標も達成できないこともありますので、やっぱり１万人

増やせるんだという根拠と言いますか、そういうものが必要だろうと思いますので、

お聞きしたわけです。頑張ってください。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これから、議案第１３号「平成２６年度筑前町一般会計予算について」を、採決し

たいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 
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 議案第１３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１３号「平成２６年度筑前町一般会計予算について」は、原案

のとおり可決されました。 

 委 員 長  続きまして、国民健康保険事業特別会計の審査に入りたいと思います。 

 議案第１４号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算について」を、

議題とします。 

 説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  それでは、議案書の２４ページをお開きいただきたいと思います。 

 議案第１４号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算について」 

 平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。 

 平成２６年３月４日、町長名でございます。 

 それでは、予算書の１ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 平成２６年度筑前町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額を３，５５５，４６５千円とします。これは、対前年

度比４．０％の増ですが、２５年度補正予算（第４号）と比較いたしますと、２．１％

の増です。 

 第２条ですが、借入の最高限度額は、５０，０００千円とさせていただきたいと思

います。 

 第３条第１号は、人件費に過不足を生じる場合、款内の流用ができるという規定で

ございます。 

 第２号は、保険給付費に過不足を生じる場合、款内の流用ができるという規定でご

ざいます。 

 平成２６年３月４日、町長名でございます。 

 それでは、予算の概要について、ご説明申し上げます。 

 平成２６年度の国民健康保険事業特別会計の特徴としましては、まだ２５年度分が

変化する要素がありますが、２５年度はほぼ赤字の公算が強く、２５年度赤字の場合

は、２６年度からの繰上充用が必要になります。 

 これにつきましては、決算確定と同時に補正が必要となりますので、専決をさせて

いただくことになると思います。 

 また、国民健康保険税につきましては、昨年９月の運営協議会時点では医療費は安

定していましたし、税率も県下の平均より高いという状況であり、経済状況もまだ不

安定ということもあり、運営協議会の中で据え置くという意見を得ています。 

 ただ、その後、ここ数カ月医療費か急に上昇してきており、その上昇に対応するた

めの予算を組んでいますので、かなりの変動が激しい予算となっています。 

 歳入につきましては、法定外の繰入は、当初予算に計上すべきではないというよう

な意見もあり、その分も含めて国庫支出金に対する期待を込めて、国庫支出金に上乗

せしたものとなっています。 

 国保会計におきましては、大きな支出のほとんどは、制度により義務付けられた支

出でありますが、８款の特定健診につきましては、予算額は昨年並みですが、地域健

診と予約制の確立を図るということで、予算化をしております。 

 それでは、事項別明細のほうで説明したいと思います。 

 １３ページをお願いいたします。 
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 １３ページ、１款１項１目一般管理費は１４０万ほどの増額ですが、８款２項１目

疾病予防費より、嘱託職員の報酬を、業務の状況を勘案し一般管理費に移設、１３節

委託料で、法の改正によるシステムの改修委託料、国保の広域化の事前所得調査のた

めのシステム改修費、事業報告システム公開委託料が増加し、人件費に係る分の減で、

そのような結果になっています。 

 次、１４ページでございます。 

 ２目連合会負担金はわずかですが、昨年より減額です。 

 ２項１目賦課徴収費は、通信運搬費等を増額しております。 

 ３項１目運営協議会費は、昨年と同額でございます。 

 ２款の１項から、１５ページ、３項ですが、ここ数年医療費は安定しておりました

が、昨年７月ぐらいから大幅な伸びを示すようになってきております。予算編成の時

期に下がる傾向がなかったということで、一般の療養給付費で３．７８％、また、退

職者の移行が多く、退職者医療につきましては、３０％の伸びを見ています。 

 ただ、退職者の医療費は、税相当額を省いた分は療養給付費交付金として、社会保

険診療報酬支払基金より交付されますので、財政的な問題としては安心しているとこ

ろでございます。 

 ２款１項療養諸費の計で２，１０４，０００千円ほどですが、５．４８％の伸びで

計上しています。２項高額療養費で１８．０２％の増、２８７，０００千円ですが、

最近高額な医療費が目立ってきています。一時的なものか、継続的なものか、注視す

る必要があると思っております。 

 また、２７年１月医療費分から高額療養費の制度改正があり、自己負担限度額の所

得階層の細分化が行われます。 

 ３項移送費から、１６ページ、５項葬祭費までは、ほぼ昨年同様です。 

 １６ページ、３款１項１目、２目ですが、後期高齢者支援金、後期高齢者事務費拠

出金ですが、社会保険診療報酬支払基金に支払うものですが、基金が示した額により

計上しております。項全体で１．９３％の増です。 

 ４款前期高齢者納付金は２０．４％の増です。 

 ５款につきましては、前年度は計上いたしておりませんでしたが、まだ、事務費の

請求があることから計上いたしております。 

 次、１７ページ、６款１項１目介護納付金も社会保険診療報酬支払基金に支払うも

のですが、基金の示した額により計上いたしております。１．１９％の増でございま

す。 

 ７款１項共同事業拠出金ですが、１目から４目は高額な医療費が発生した場合に、

拠出された中から分配を受ける制度で、保険者間の均衡を目的としたものです。 

 １目の高額療養費拠出金は、８０万以上の医療費を対象とし、２目の財政共同化安

定化事業拠出金は、３０万以上の医療費を対象とした制度で、国保連合会の試算によ

り計上いたしております。 

 １目高額医療費拠出金が１４．２％の減で、２目財政共同化安定事業が３．４５％

の減です。 

 ３目、４目については、その事務費に対する拠出金です。 

 次、８款１項１目特定健康診査等事業費は、特定健診受診率向上計画をつくり、２

６年度予算としては、対象者の増加を勘案し、３５％ほどの受診率で予算化していま

す。 

 ２６年度は、待ち時間対策や経費削減のための完全予約制の地区割健診を実施しま

す。また、昨年まで南部コミュニティだけだった出張健診を、隣保館でも実施する予

定で準備を進めています。 

 １８ページ、１３節委託料で、特定健診委託料は、３００万ほど下がっていますが、
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心電図、眼底検査等を一般会計で受けられるようにしたことによる減と、前年度受診

率を高く見積もり過ぎていた分の減でございます。 

 また、嘱託の栄養管理士が、募集してもなかなか応募がなかったので、派遣委託料

として予算化し、その分が増になっておりますが、今回一般非常勤職員として応募が

ありましたので、流用して１節の報酬での雇用を計画しております。 

 ８款２項１目疾病予防費は、レセプト点検や医療費通知などの経費を計上していま

すが、嘱託職員の報酬を総務費へ移管したことで、２０．１２％の減です。 

 ２目健康づくり推進費は、パンフレットの作成費のみを計上しております。 

 ９款１項１目国民健康保険給付費支払準備基金は、科目保全でございます。 

 １９ページ、１０款１項１目利子は、一時借入に対する利息です。 

 １１款１項１目及び２目は、一般被保険者、退職被保険者への国保税過年度還付金

でございます。 

 ３目は、科目保全でございます。 

 ４目、５目は、新設をいたしております。 

 １２款１項１目予備費は、２０，０００千円でございます。 

 次に、歳入でございます。８ページをお願いいたします。 

 １款は税でございますが、２５年度の調定見込額を基本に、９４％の収納率で計上

いたしております。 

 ２５年度の当初予算と比較しますと、１目一般被保険者国民保険税は、０．２％の

減です。 

 ２目退職被保険者国民健康保険税は、先ほどの歳出のところでふれましたが、退職

者数の伸びを勘案し、２．０４％の伸びを見ています。 

 ２款１項１目督促手数料は、昨年同額を見込んでおります。 

 ９ページ、３款１項１目療養給付費負担金は、療養給付費の２分の１が公費負担さ

れ、うち前期高齢者交付金を省いた額の国が３２％、県が財政調整交付金として９％、

残り９％が国の財政調整交付金で交付されますが、１目療養給付費負担金としては、

１１．７５％の増です。 

 ２５年度もそうですが、赤字分を国庫補助の増額を期待して、この項で調整してい

ますので、大幅な増になっております。 

 ２目高額医療費共同事業拠出金は、国保連合会の試算で計上していますが、国が４

分の１を負担するもので、１４．０７％の減です。 

 ３目特定健康診査負担金は、基準額の３分の１ずつを国、県で負担するものです。

１．０９％の増です。 

 ３款２項１目財政調整交付金は、先ほど説明しました９％の分ですが、１８．６５％

の減です。 

 説明欄の財政調整交付金は、変動が激しく見込みにくい制度で、退職者の影響でか

なりの変動をしますので、中間的な今までの実績として、中間的な金額として２４年

度実績程度で予算化をしております。 

 ４款１項１目療養給付費交付金は、退職者の支出から税相当額を差し引いた分が交

付されますが、２５年度の見込み額を参考にして計上いたしております。 

 退職被保険者の増加に伴い医療費も増加し、２６年度も増加が見込めますので、５

４．０１％の大幅な伸びを見込んでいます。 

 ５款１項１目前期高齢者交付金は、全国の医療費の統計が出る２年後に清算があ

り、変動が激しい交付金ですが、前年度同額を見込んでおります。 

 ６款１項１目高額医療費共同事業拠出金は、先ほどの国費同様拠出金の４分の１を

県が負担するもので、１４．０７％の減です。 

 １０ページ、２目特定健診等負担金も国費同様３分の１を県が負担するものです。
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１．０９％の増です。 

 ６款２項２目財政調整交付金は、医療費に対し県が負担する９％分で、実績に応じ

た額を計上しております。６．７３％の伸びを見込んでいます。 

 ７款１項１目高額共同事業交付金は８０万以上の医療費が発生した場合に、その医

療費を共同で処理するための制度で、そこから交付される交付金です。 

 連合会の試算に基づき計上しておりますが、１３．４７％の増です。 

 ２目保険財政共同化安定事業交付金は、３０万から８０万の医療費に対して行われ

る制度で、その交付金です。同じく連合会の試算により３．８％の減です。 

 ８款１項１目利子及び配当金は、科目保全でございます。 

 ９款１項１目の繰入金、１節から５節につきましては、法律に定められた繰入金で、

昨年同様法定外の繰り入れを計上しておりませんので、１．５２％の減です。 

 １１ページ、１０款は科目保全でございます。 

 １１款につきましては、１項１目及び２目は、一般被保険者、退職被保険者の税の

滞納に対する延滞金です。 

 ３目、４目は科目保全です。２項も科目保全でございます。 

 ４項１目、２目は、一般被保険者第三者納付金で、交通事故などで国保が立て替え

て支払った分を、加害者から納めていただくものです。 

 ６目で、前年度までは、特定健診の自己負担金を予算化しておりましたが、２６年

度から無料ということで、目を削除しております。 

 １１款のその他の目につきましては、科目保全でございます。 

 以上です。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これから、議案第１４号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第１４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１４号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて」は、原案のとおり可決されました。 

 委 員 長  続きまして、議案第１５号「平成２６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  議案書の２５ページでございます。 

 議案第１５号「平成２６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算について」 

 平成２６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算を、別冊のとおり提出する。 

 平成２６年３月４日、町長名でございます。 

 それでは、予算書のほう、１ページ目をお願いしたいと思います。 

 平成２６年度筑前町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１５，０７５千円と定める。 
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 平成２６年３月４日、町長名でございます。 

 それでは、予算の説明に入ります前に、後期高齢者の基本的なお金の流れを説明し

ておきたいと思います。 

 ８ページの歳出、２款１項１目の後期高齢者医療広域連合納付金のうち保険料負担

金を、６ページの歳入の保険料と４款１項２目の保険基盤安定繰入金でまかなうもの

です。 

 他の支出分につきましては、歳入４款１項１目事務費繰入金の一部とその他の収入

３，２１８千円を主な財源としております。 

 それでは、まず歳出でございますが、８ページから９ページでございます。 

 １款１項１目一般管理費は、ほぼ昨年並みの１，２７４千円を計上いたしておりま

す。 

 ２項１目徴収費ですが、ほぼ昨年並みでございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の試算に基づき計上いた

しております。 

 ３款につきましては、前年同額ですが、１目保険料還付金は、還付が発生した場合、

一度この目より支出しまして、同額を広域連合より支払いいただくことになっており

ます。 

 ４款１項１目予備費につきましては、昨年同額を計上いたしております。 

 続きまして、６ページから７ページの歳入ですが、１款１項１目、２目の保険料に

つきましては、広域連合から示された額で、項全体で２．６％ほどの減です。 

 ２款、３款につきましては、前年同額で科目保全でございます。 

 ４款１項１目事務費繰入金は、広域が試算した広域連合に支払います事務費負担金

に、一般管理費、徴収費、その他費用を加え繰り入れてもらうもので、５．１５％の

減でございます。 

 ２目は、保険料負担金を支払うために、費用を繰り入れてもらうもので、１１．２

２％の増です。 

 ５款以降につきましては、ほとんどが科目保全ですが、６款２項１目保険料還付金

は、昨年同額を計上しております。２目還付加算金を５０千円計上いたしております。

以上です。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  歳入の部分で、６ページですが、１款１項２目ですね、滞納繰越分が発生してます。

滞納した場合、短期保険証、資格証は発行されているんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 発行いたしております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  件数が分かったらお願いします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  手元の資料としまして、１１月１日現在の資料しか持ち合わせておりませんけど

も、８月時点で２０件ほど交付し、それを連絡とか納付とかをお願いしまして、８件

ほど減らし、１１月現在で１２件でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  それは、資格証ですか、短期保険証ですか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  ６カ月の短期保険証でございます。 
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 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これから、議案第１５号「平成２６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につい

て」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第１５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１５号「平成２６年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」は、原案のとおり可決されました。 

 委 員 長  続きまして、議案第１６号「平成２６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 議案書の２６ページをお開きください。 

 議案第１６号「平成２６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい

て」 

 平成２６年度筑前町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算を、別冊のとおり提

出する。 

 平成２６年３月４日、町長名でございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２６年度筑前町の住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，３２９千円と定めるもので

す。 

 まず、歳出を説明いたします。予算書の８ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費、及び２目財政調整基金、本年度予算３，５０８千円、前

年比２５０千円の増となっております。 

 １２節役務費、前年比５０千円の増、裁判に係る印紙代でございます。 

 １３節弁護士委託料３２０千円、前年比２００千円の増、時効停止のための告訴委

託料でございます。 

 ２８節操出金３，０００千円、職員給与の一部として、前年と同額を一般会計に繰

り出すものでございます。 

 次に、２款１項公債費、１目の元金と２目の利子、合わせまして本年度予算２，５

２２千円、前年比５５０千円の減でございます。返還していく起債が減尐していくた

めでございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算３，２９９千円、前年比４５９千円の増。これは、

借受人からの返済された額より起債が低いためでございます。 

 次に、歳入の説明をいたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １款１項県費補助金、１目の住宅新築資金等県費補助金、２目の償還推進助成事業

補助金、合わせまして本年度予算７１４千円です。前年比１０７千円の増となってお

ります。 

 次に、２款財産収入、３款繰入金、４款繰越金、５款１項１目預金利子につきまし

ては、前年同様の予算計上をしております。 
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 ５款２項貸付金元利収入、１目国の住宅新築資金等貸付金元利収入から、７ページ

の４目県の住宅改修資金貸付金元利収入まで合わせまして、本年度の予算は４，５１

８千円、前年比５２千円の増となっております。これは、借受人からの償還金でござ

います。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の８ページです。 

 １款１項１目、１３節委託料、弁護士委託料、昨年の約３倍ありますが、何件分の

弁護士委託料でしょうか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 この分の委託料は、平年どおり相談に係る分が１２０千円、それと告訴を１件しよ

うと思っていますので、その分が２００千円の増額になっております。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これから、議案第１６号「平成２６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算について」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。  

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。  

 議案第１６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１６号「平成２６年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算について」は、原案のとおり可決されました。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 ２時４０分から再開します。 

（１４：２６） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：４０） 

 委 員 長  審議は終わりましたけれども、一般会計の関係で、河内委員の厨房点検の件、それ

から木村委員のエレベーター点検の件について、教育課長から発言の申し出があって

おりますので、許可します。 

教育課長 

 教育課長  河内委員から、各小中学校の厨房機器の点検委託料の金額の相違についてですね、

回答を保留しておりましたので、お答えさせていただきたいと思います。 

 基本的に厨房機器点検につきましては、基本点検がありまして、それに今回ですね、

中牟田小学校、東小田小学校につきましては、プラス分が今回発生したということで、

特に中牟田小学校におきましては、スチームコンベンションオーブン用の軟水器カー

トリッジ、それからオゾン脱臭点検ということで、この２点が追加になりまして、今

回、よその学校に比べましてですね、金額が増額となったものでございます。 

 また、東小田につきましては、同じくスチームコンベンションオーブン用の軟水器

カートリッジ等が発生したということで、これも増額となっているところでございま

す。 

 三並につきましては、特にスライサーとかですね、そういった調理器具等が設置さ
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れておりません。三並小については、毎年真空冷却機の点検を行っているということ

でございます。三並小学校はほとんど手作業で行っているということでございます。 

 それから、エレベーターの保守点検委託料について、木村委員のほうから、これも

三輪中学校の金額が高いと、２台あるのかという話でございます。 

 これにつきましては、三輪中学校エレベーター設置台数は１台でございます。 

 ただ、金額が高い理由につきましては、設置が平成２０年、２１年の改築によりま

してですね、設置をしたということで、一番最新のエレベーターがついているという

ことで、点検の仕様書の中に、停電時自動着床装置、それからＰ波センサー付き地震

時管制運転仕様というようなことでですね、そういったところの最新の機器点検費用

が付加されているということで、付加装置としまして、今申しました地震時管制運転

装置、停電時自動着床装置、火災時管制運転装置、遮炎ドア、そういった付加装置分

の点検ということで、費用が高くなっているということでございます。 

 以上、報告させていただきます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  ということは、私は、これ全部の数字を見させていただいてですね、古いから高く

かかっているのかなとも考えておったんですけども、新しいからこれだけかかるとい

うことは、他の分も新しくすれば、このくらいの金額になってくるということですか。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 今の分を全く改修しますと、新しいとに改修しますと、約１，０００万かかるそう

です。既存のものに耐震の、そういった装置を付加することになると、５００万ぐら

いかかるということでございます。 

 今、議員が言われましたように、これは、一応業者のほうから提示された見積もり

をですね、数社比較をして、業者を決めておりますので、今言われましたようにです

ね、そういう付加装置が付いていることによって、点検料が高くなったということで

ございますので、新しくなればそういうことになるというふうに思っております。 

 委 員 長  次に、川上委員の、図書の回収率の件で、生涯学習課長から発言の申し出があって

おりますので、これを許可します。 

生涯学習課長 

生涯学習課長  川上委員からの、図書の督促の件数と回収率の件でございます。 

 私、月１２０通で１２月で計算をしましてのお話をさせていただいておりましたけ

れども、年間を通して１，５２０人に通知をしているようでございます。 

 第１回目の通知を１，２６７名、そして１カ月後に２５３名、ですから、第１回目

で１，０００冊ほど、人数で１，０００人ほど返ってきてます。２回目が２５３名に

通知をしているようでございます。 

 そして、その後電話催告をしております。１日２０件ほどやっておりまして、最終

的に残りましたのが、１０名だそうでございます。 

 その１０名は、最終通告をするというふうなことでございます。弁償を含めた通告

をやって、それでも返って来ないときはブラックリストに載せるというふうなことで

ございます。以上でございます。 

 委 員 長  それでは、議案第１７号「平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算につ

いて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

下水道課長 

下水道課長  議案第１７号の平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算について、説明

をいたします。 
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 平成２６年度農業集落排水事業特別会計予算の方向性としましては、すでに事業が

完了しており、分担金、使用料の料金賦課徴収業務、汚水処理に係る施設の維持管理

業務が主なものとなっております。 

 重点項目につきましては、すでに汚水整備のほうは完了しておりますが、上高場処

理区の事業完了後に新築された栗田地区の管路施設工事１件、及び栗田処理区の新築

に伴う管路布設工事１件を計画しておるところでございます。 

 次に、予算書の説明を行います。 

 別冊の平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算書をお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２６年度筑前町の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６４，７３６千円と定める。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額

は、２０，０００千円と定める。 

 ９ページをお願いします。 

 歳出の説明を行います。主なものについて説明をいたします。 

 なお、人件費など義務的経費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費６０，６５５千円、前年度比１，１１３千円

の増となっています。 

主に、使用料、分担金の賦課徴収に要する経費、処理場、マンホールポンプ場の運

転管理及び維持管理に要する経費、下水道管渠の点検、清掃に要する経費、汚水管渠

工事の工事請負費などとなっています。 

 １１節需用費１５，２６８千円、前年度比１，４００千円の増となっています。 

 主に、上高場及び栗田浄化センターの水処理剤等の消耗品費、浄化センター及びマ

ンホールポンプ場の修繕料、浄化センター及びマンホールポンプ場の電気料などで

す。 

 増の主な理由につきましては、消費税の改定に伴い、修繕料、電気料などが増とな

ることによるものでございます。 

 １２節役務費５９１千円、納付書、催告書等の通信運搬費、浄化センター及びマン

ホールポンプ場の電話料、口座振替手数料などです。 

 １３節委託料２１，４０４千円、対前年度比１，８５５千円の増となっています。 

 主に、浄化センターの維持管理委託料、汚泥の運搬委託料、管路巡視点検・清掃委

託料などです。 

前年度より増となった主な理由につきましては、労務費の単価増、及び消費税の改

定に伴い委託料が増額となったためでございます。 

１５節工事請負費１０，５１４千円、対前年度比２，１８６千円の減となっていま

す。 

栗田地区の未整備区域の汚水管渠工事、新規加入接続工事、舗装修繕等の付帯工事

費などです。 

 減の理由につきましては、汚水管渠工事費が前年度より減額となったことによるも

のです。 

 １０ページをお願いします。 

 １９節負担金補助及び交付金７，５８０千円、主に汚泥処分における両筑衛生施設

組合の負担金などです。 

 ２７節公課費６００千円、使用料収入に伴う消費税の見込額です。 
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 ２目基金費６２千円、２５節積立金は、農業集落排水事業基金利子を積み立てるも

のです。 

 ２款１項公債費、１目元金７５，２０４千円、対前年度比２，１０９千円の増です。

起債償還金の元金です。  

 同じく２目利子２７，８１５千円、対前年度比１，９４４千円の減です。起債償還

金の利子です。 

 ３款１項１目予備費、１，０００千円を計上しております。 

 なお、１１ページから２０ページの給与明細書等の説明は省略させていただきま

す。 

 ２１ページの地方債の残高の見込みに関する調書については、表に記載のとおりで

す。 

 ７ページをお願いします。 

 歳入の説明を行います。歳出同様、主なものについて説明いたします。 

 １款１項１目農業集落排水事業分担金７７２千円です。対前年度比６２８千円の減

となっています。新規加入見込みについて、３件分を計上しています。 

 減の理由につきましては、未整備地区の工事に伴う新規加入見込み件数の減による

ものでございます。 

 ２款１項１目農業集落排水施設使用料４０，９３７千円です。対前年度比１，３２

４千円の増となっています。 

 増の理由につきましては、平成２５年度実績見込みによる収入増を見込んだもので

ございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金１１３，４６４千円、対前年度比１，８２２千円の増

となっています。総務管理費及び公債費への、一般会計５款１項３目農業振興費から

の繰入金でございます。 

 増の理由につきましては、歳出における１１節需用費及び１３節委託料の増に伴う

歳出増、及び１５節工事請負費の減に伴う歳入の７款１項１目農業集落排水事業債が

昨年度より減となったことにより、一般財源が増となったためでございます。 

 ５款１項１目繰越金１，０００千円、前年度からの繰越金です。 

 ８ページをお願いします。 

 ７款１項１目農業集落排水事業債８，４００千円、対前年度比２，０００千円の減

となっています。 

 歳出の１５節工事請負費の汚水管渠工事に伴う起債借入予定額でございます。 

 減の理由につきましては、昨年度より汚水管渠工事費が減となったことに伴うもの

でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ２点あります。 

 １つ目が、予算書、別冊の９ページです。 

 １款１項１目の１１節需用費です。 

 昨年も修繕料が５００何十万かあって、２つの施設の長寿命化のための修繕だとい

う説明をいただいたと思うんですが、また５００万を超える修繕費が出ているんです

が、これは、毎年毎年５００万、６００万近い修繕費が要るもんなんでしょうか。 

 それと次のページ、１０ページです。 

 １０ページの１９節負担金補助及び交付金、上の両筑衛生施設組合負担金ですが、

一般会計の衛生費でも１，８００万の両筑衛生施設組合負担金があるんですが、これ

とこの７５６万を足したのが施設組合に行く負担金と考えたときに、両筑衛生施設組
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合が２６年度の予算書を出しましたが、２１，９７３千円なんですね。これ、衛生費

の負担金とこの負担金を合わせると２，５５６万で、何百万か相違があるので、そこ

の説明をお願いします。 

 委 員 長  下水道課長 

下水道課長  お答えいたします。 

 修繕料につきましては、今、委託業務で朝倉浄水のほうに出しておるんですが、毎

年一応機器を点検いたしまして、修繕の専門業者に見ていただいて、あと何年ぐらい

はもつだろうということで、一応、これは何年ぐらいに修理してもいいということで

ですね、一応計画的に全体をある程度調査をいたしまして、それを一応年度ごとにで

すね、計画的に修繕を行っているところでございます。 

 それで、昨年も５００万ぐらいだったと思うんですけど、今年度も同様の、同じぐ

らいの金額が上がってきているということでございます。 

 それと２点目の質問の、両筑衛生施設組合負担金につきましては、一応うちのほう

で計上しておりますのは、昨年度実績並みということで計上しております。 

 この予算を組む段階では、正確な数字がまだ来ておりませんでしたので、一応これ

で計上をさせていただいておるところでございます。 

 当然、決算が出れば、その時点ではっきり分かるものと思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  最初の質問の修繕料ですが、計画的に修繕をしていくということで、修繕残、あと

はどれくらい金額的に残っているか、お尋ねします。 

 委 員 長  下水道課長 

下水道課長  今の時点で資料を持ち合わせておりませんので、ただ、農業集落排水事業につきま

しては、当然公共下水道と違いまして、今のところ長寿命化計画とかいうのは立てて

おりませんので、公共下水道についても、まだ長寿命化計画は立てておらないところ

ですけど、公共下水道につきましては、一応長寿命化支援制度というのがありまして、

長寿命化計画を立てることによって、交付金を２分の１、国からいただけるという制

度がございます。 

 だから、今のところ農業集落排水事業については、事業が完了しておりますところ

から、一応単費のほうでですね、機器全体を全部取り換えると数千万とかいうお金が

かかるもんですから、分解して、一応悪くなった部品だけをですね、換えて、オーバ

ーホールをしながら、今、長持ちさせているような状況でございます。 

 金額については、後でお答えしてもよろしいですか。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これから、議案第１７号「平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算につ

いて」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第１７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１７号「平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて」は、原案のとおり可決されました。 

 委 員 長  引き続きまして、議案第１８号「平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計予算

について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 
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下水道課長 

下水道課長  議案第１８号の平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計予算について、説明を

いたします。 

 平成２６年度公共下水道事業特別会計予算の方向性につきましては、本年度で汚水

整備が完了したことから、安心・安全のまちづくりのために、浸水対策事業としまし

て、依井地区の雤水渠整備を、今後計画的に進めていくこととしております。 

 また、公営会計企業への移行準備として、移行支援業務委託を平成２６年度から２

８年度の３カ年で計画をしておるところでございます。 

 予算の重点項目としては、集中豪雤による浸水対策事業、及び維持管理業務等の委

託業務が、今後主なものとなってくるところでございます。 

 今後とも効率的な経営や財政の健全化に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、予算書の説明を行いたいと思います。 

 別冊の平成２６年度筑前町公共下水道特別会計予算書をお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２６年度筑前町の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２１４，０６９千円と定め

る。 

 第２条、地方自治法第２６４条の規定により、債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の最高額は、３

００，０００千円と定める。 

 １０ページをお願いします。 

 歳出のほうの説明をいたします。主なものについて説明いたします。なお、人件費

等義務的経費については、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目公共下水道施設管理費３４３，２４９千円です。対前年度比２９，９

３５千円の増となっています。 

 ８節報償費２，０２０千円、接続推進奨励金及び受益者負担金前納報奨金です。 

 １１節需用費４３，７５３千円、対前年度比２，０８８千円の増となっています。 

 主なものは、三輪中央浄化センター及びマンホールポンプ場の修繕料、水処理剤等

の消耗品費、電気料金などでございます。 

 前年度より増額となった主な理由につきましては、消費税の改定に伴い修繕料、消

耗品費、電気料金が増となることによるものです。 

 １２節役務費３，３６４千円、主なものは、納付書、催告書等の通信運搬費、口座

振替手数料、処理場及びマンホールポンプ場の電話料などでございます。 

 １３節委託料９５，４９０千円、対前年比１９，０５３千円の増となっています。 

 主なものは、三輪中央浄化センターの維持管理委託料、脱水汚泥運搬処分委託料、

管路巡視点検・清掃委託料などでございます。 

 前年度より増額となった主な理由につきましては、労務費の単価増及び消費税の改

定による増、並びに企業会計支援業務委託料１０，８２２千円を新規に計上したこと

によるものです。 

 １１ページをお願いします。 

 １５節工事請負費２，４７０千円、事業所に設置します量水器の設置工事、雤水排

水路の維持管理工事費です。 

 １９節負担金補助及び交付金１４４，３６９千円、対前年比６７７千円の増となっ

ています。 
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 利子補給補助金は、排水設備工事における融資斡旋に対する利子補給です。 

 その他負担金は、排水協定に基づく朝倉市及び大刀洗町の下水道に接続している公

共枡の維持管理費などです。 

 夜須工区流域維持管理負担金は、福岡県に支払う夜須地区の汚水処理に係る維持管

理負担金です。 

 下水道区域外合併浄化槽維持管理負担金は、下水道との均衡を保つために、計画区

域外の合併浄化槽設置者に支払います補助金です。 

 増の主な理由につきましては、水洗化の伸びに伴う夜須工区流域維持管理負担金の

増によるものでございます。 

 ２７節公課費１７，４７７千円、対前年比１３，４７７千円の増となっています。

使用料収入に伴う消費税納付見込額です。 

 増の理由につきましては、水洗化の伸びに伴う使用料の増と、汚水整備が完了する

ことに伴い、建設改良費が大幅に縮小したことにより、収支額が増えたことによるも

のでございます。 

 ２目基金費１９５千円、基金利子を積み立てるものです。 

 ２款１項１目公共下水道施設整備費１５７，９２７千円、対前年比２７，２９６千

円の減となっています。 

 １２ページをお願いします。 

 需用費３０８千円、消耗品費は事務用品費、燃料費は公用車のガソリン代です。 

 １３節委託料４，６７０千円、対前年比８，４３０千円の減となっています。 

 事業計画変更業務委託料は、単独公共下水道の計画期間が、平成２７年度で切れる

ことに伴い、それを延長することの認可変更作業における業務委託料です。 

 三輪公共下水道雤水渠測量設計業務委託料は、依井地区の雤水渠整備に伴う官民境

界測量委託業務です。 

 昨年より減となった主な理由につきましては、事業進捗に伴い設計業務委託料が減

となったことによるものです。 

 １４節使用料及び賃借料３，５０５千円、主なものは、積算業務に使用します設計

積算システムリース料、公用車のリース料などです。 

 １５節工事請負費１１７，２００千円、対前年比１５，５００千円の減となってい

ます。 

 排水設備工事は、新築等に伴う公共汚水枡の新設工事です。 

 汚水管渠工事は、開発、新築に伴う汚水管渠工事３件です。 

 雤水管渠工事は、依井地区の雤水管渠工事１件でございます。 

 舗装工事は、以前に下水道工事を行った小路地区において、集落内の水道工事が完

了したことによる舗装の本復旧工事でございます。 

付帯工事費は、管路施設箇所の舗装補修工事などです。 

 補修工事費は、マンホール蓋の補修工事です。 

 昨年より減となった主な理由につきましては、汚水整備の完了に伴い、汚水管渠工

事費が減になったことによるものでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金５，２８１千円、夜須工区における県に支払います流

域下水道工事の町負担分です。 

 ２２節補償補填及び賠償金１００千円、工事に伴う外壁等へ影響が出た場合の保証

金として計上しております。 

 １３ページをお願いします。 

 ３款１項公債費、１目元金４６３，９２８千円、対前年比２０，８１０千円の増で

す。起債償還金の元金でございます。 

 同じく２目利子２４３，７７０千円、対前年比７，６９２千円の減です。起債償還
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金の利子、及び資金不足時に借り入れます一時借入金の利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、５，０００千円を計上しております。 

 なお、１４ページから２３ページの給与明細書等の説明は省略させていただきま

す。 

 ２４ページの地方債の残高の見込みに関する調書については、表に記載のとおりで

ございます。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表、債務負担行為です。 

 事項、公会計移行支援業務委託事業、期間、平成２６年度より平成２８年度まで、

限度額２１，０００千円。 

 これは、公共下水道事業において予定している公営企業会計移行支援業務の期間が

３年かかるため、債務負担行為を行うものでございます。 

 続きまして、８ページをお願いします。 

 歳入の説明を行います。歳出同様、主なものについて説明します。 

 １款１項１目公共下水道事業負担金３７，８１０千円、対前年比１０，３９８千円

の減となっています。 

 減の理由につきましては、事業進捗に伴う負荷対象件数の減によるものでございま

す。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料３８４，１０４千円、対前年比２７，８０５千

円の増となっています。 

 増の理由につきましては、接続戸数の増加に伴うものでございます。 

 ２款２項１目手数料９８４千円、指定工事店の登録手数料などでございます。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金４７，０００千円、対前年比１４，０００千

円の減となっています。国の社会資本整備総合交付金及び防災安全交付金です。補助

率は２分の１でございます。 

 減の理由につきましては、汚水整備の完了に伴う工事費の減尐によるものです。 

 ５款１項１目利子及び配当金１９５千円、基金に対する利子です。 

 ６款１項１目一般会計繰入金６８５，８２９千円、対前年比２３，８０８千円の増

となっています。総務管理費、公債費への、一般会計の、７款４項１目都市計画総務

費からの繰入金でございます。 

 増の理由につきましては、事業進捗に伴う交付金、起債借入額の縮小に伴い一般財

源が増えたことによるものでございます。 

 ９ページをお願いします。 

 ７款１項１目繰越金１，０００千円、前年度からの繰越金でございます。 

 ８款１項１目延滞金４００千円、負担金及び使用料の延滞金です。 

 ８款３項２目雑入２４５千円、主なものは、三輪中央処理区に排水協定に基づきま

して接続している朝倉市分の維持管理負担金でございます。 

 ９款１項１目公共下水道事業債５６，５００千円、下水道施設整備に係る起債借入

予定額でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

福本委員 

 福本委員  ただ今の説明でですね、３年を目途に収支決算の現行から公会計、いわゆる企業会

計に移行されるという説明でございました。 

 現行の収支決算書は、もう２年目ぐらいで一応終えられるわけですか、それとも３

年までは現行の収支決算で、３年目までは、それか若しくは公会計のほうの企業会計

ですね、それは２年目ぐらいで委託されておる関係で、２年目ぐらいに報告がなされ
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るという、その辺のかぶり具合はいかがですか。 

 委 員 長  下水道課長 

下水道課長  一応移行期間としまして、平成２６年度から２８年度までの３カ年を予定しており

ます。 

 今の現行の官公庁会計につきましては、２８年度の末、３月３１日で、一応打ち切

り決算といたしまして、４月１日から公営企業会計に移行するような形になるかと思

います。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  予算書の５ページ、地方債について、お尋ねします。 

 一般会計の地方債とか企業債、ほとんど年率が３％以内なんですが、公共下水道事

業債は４％以内になってます。これはどうしてでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  下水道課長 

下水道課長  河内委員おっしゃるのに、実際には今、下水道事業債をお借りしております利率は、

ほとんどが２％以内ではございますけど、一般会計とちょっと若干違いますので、一

応４％以内ということでさせていただいておるところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ３％を超えることもあり得るというお考えで、４％以内というふうにされてるんで

すか。 

 委 員 長  下水道課長 

下水道課長  今の時点では利率が低ございますけど、今後経済成長、アベノミクスとかと、そう

いったところで、銀行の利率ももしかしたら上がってくる可能性もありますので、一

応、高いと言えば、高いと言っちゃいかんですけど、一般会計とちょっと違いますけ

ど、高めに設定させていただいておるところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  これが２８年に公会計になったときにですね、水道事業は３％以内、公共下水道の

企業債は何％にするんでしょうか。 

 委 員 長  下水道課長 

下水道課長  ちょっと前ぐらいに検討はさせていきたいと思うんですけど、合わせる形になろう

かと思います。どちらも同じ利率にですね。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これから、議案第１８号「平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計予算につい

て」を、採決したいと思います。 

 これに、異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第１８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１８号「平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計予算につ

いて」は、原案のとおり可決されました。 

 委 員 長  続きまして、議案第１９号「平成２６年度筑前町水道事業会計予算について」を、

議題とします。 

 説明を求めます。 

水道課長 

 水道課長  議案第１９号「平成２６年度筑前町水道事業会計予算について」、説明をいたしま

す。 
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 まず、水道事業の概要について、説明いたします。 

 平成２５年度末の整備見込みは、２４年度繰越予算により事業を執行し、事業費ベ

ースで約８６％まで完了しております。 

 ２６年１月末で約４，４６０件の水道加入があり、内３，４２０件、約１０，２０

０人の方が水道水を利用されていただいております。 

 ２６年度においても、水道創設事業を継続していくところでございます。 

 建設改良事業は、２５年度に栗田中継ポンプ場が完成しましたので、弥永、森山、

畑島、八並、一木、小路集落を中心に、配水管布設工事約７．８㎞を予定しておりま

す。 

 また、排水管布設設計業務委託を約１１㎞、砥上、吹田、西田、赤坂区を予定して

います。 

 それから、配水管布設工事に伴い、給水装置工事１３０カ所、消火栓設置工事１０

カ所を予定しています。 

 水道創設事業も、残り３年を予定しておりまして、水道普及率は徐々に向上しては

まいっておりますけれど、一朝一夕に進まないのが現状であります。 

 ２６年度以降の工事説明会、広報等により、水道法の目的である、「正常にして豊

富低廉な水を供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与する。」、こ

のことを周知しながら、普及促進に努めてまいりたいと思っております。 

 それでは、別冊の平成２６年度筑前町水道事業会計予算について、説明いたします。 

 １ページでございます。 

 第１条、平成２６年度筑前町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 給水戸数３，６５０戸、２６年度末の予定戸数です。 

 年間総給水量６９３，５００㎥、１日平均給水量１，９００㎥。 

 主要な建設改良事業は、配水管布設工事でございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収益的収入３９３，６１９千円、収益的収支４４２，３２６千円です。 

 ２ページになります。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 資本的収入が資本的支出額に対する不足額３２，１０３千円は、過年度消費税及び

地方消費税、資本的支出調整額、いわゆる内部留保金で補てんするものです。 

 資本的収入３５８，２７３千円、資本的支出３９０，３７６千円となります。 

 第５条、企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、表記載のと

おりとし、借入限度額は１４５，０００千円とするものです。 

 第６条、一時借入金の限度額は、３４５，０００千円と定める。これは、資金不足

が生じる場合に、運営資金として一時借り入れするものです。 

 第７条、議会の議決を経なければ利用できない経費として、職員給与費８２，８０

８千円と定めております。 

 第８条、一般会計からの水道事業会計に補助を受ける金額は、次のとおりです。 

 高料金対策としての経費１１６，７６４千円、県南広域水道企業団建設負担金とし

ての経費４７，８６３千円、事業運営に係る経費８，９７２千円です。 

詳細につきまして、説明いたします。付属書類をお願いいたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 主なものについて、説明を行います。 

 まず、収益的収入及び支出です。 

 収入の部、１款１項営業収益１７６，６４４千円、前年度比１８，０３１千円の増

です。 
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１目給水収益の水道料金１７０，０００千円は、２５年度決算見込額を基礎に２６

年度利用者の増加を見込み推計したものです。 

 ３目その他営業収益の加入金６，３６０千円、内訳としましては、２５年度の事前

加入者１５件の分割納付分と２６年度の加入見込み７０件を、過去の実績により、一

括納付と分割納付に分けて推計したものです。 

 減の理由としましては、山間地域であり、戸数の連担性が尐なく、事前加入者の減

によるものです。 

 ２項営業外収益２１６，９７５千円、前年度比５６，０２１千円の増です。 

 ２目他会計補助金１６４，６２７千円は、高料金対策に係る経費と県南水道企業団

負担金の一般会計からの補助金です。それぞれの金額は、予算第８条で説明したとお

りでございます。 

 ４目長期前受金戻入４７，５０９千円、これは、本年度より新公営企業会計の適用

により、補助金、一般会計負担金等の減価償却見合分を収益化し、計上したものでご

ざいます。科目上の振り分けでありまして、現金の収入はございません。 

 ２２ページになります。 

 支出の部、１款１項営業費用３８８，３６３千円、前年度比２１，６８１千円の増

です。 

 ２目配水及び給水費１７，０６４千円は、配水施設の管理に伴う経費でございます。 

 修繕費８，０００千円、４，９７０千円の増です。 

 ２５年度補正で計上しました実績により、舗装等の補修工事費や電気機械設備が５

年を経過しているため、保全工事費を当初予算に計上したものでございます。 

 動力費７，１０５千円、１，６０５千円の増です。 

 主なものとして、四三嶋受水場及び新たに完成しました栗田中継ポンプ場の電気料

の増を見込んだものです。 

 ３目総係費８３，６８３千円、主に職員８名と嘱託職員１名の人件費及び事務費で

ございます。 

 この中で２３ページ中に、新公営企業会計により賞与引当金繰入額及び法定福利費

繰入額、これを合計しますと４，９６０千円になりますけれど、これを計上しており

ます。これは、２７年度の６月支給分の賞与の６分の４に相当する額です。現金の支

出はございません。 

 ２４ページの５目減価償却費１３８，７５２千円、８，３０５千円の増は、２４年

度工事分が加わったためです。なお、減価償却費は、現金の支出はございません。 

 ２項営業外費用４８，１５３千円、前年度比１，２５３千円の増です。 

 企業債利息４８，０５３千円は、平成２５年度までに借り入れました企業債償還金

の利息でございます。 

 ２５ページの３項１目特別損失４，８１０千円を計上しています。これも新公営企

業会計による平成２６年夏賞与の、平成２５年１２月及び平成２６年の１月、２月、

３月まで、夏賞与期間の６分の４となります。 

 この特別損失につきましては、新公営企業会計の関係の移行影響額でありまして、

平成２６年度のみとなります。現金の支出はございません。 

 資本的収入及び支出です。２６ページをお願いいたします。 

 収入の部です。 

 １款１項の企業債から３項の国庫補助金についての２５年度収入は、２４年度補正

予算で前倒し執行していますので、０円となっています。 

 ２６年度につきましては、１款１項１目企業債１４５，０００千円です。 

 ２項１目出資金１００，０００千円です。 

 一般会計の４款１項５目環境衛生費からの繰入です。補助対象事業費の３分の１と
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なります。 

 ３項１目国庫補助金１００，０００千円です。厚生労働省所管の水道公益化施設整

備費補助金です。補助率は３分の１でございます。 

 ４項他会計補助金８，９７２千円は、補助対象とならない事務費など分として、一

般会計、環境衛生費からの収入でございます。 

 ５項他会計負担金４，３００千円は、消火栓工事費分として、一般会計、消防施設

費からの収入です。 

 ２７ページになります。 

 支出の部でございます。 

 １款１項建設改良費３５７，２７３千円、２５年度は繰越予算で対応していたため、

前年度比３５３，６７３千円の増となります。 

 １目施設整備費の３５０，１０１千円です。内容は、概要で述べました委託費と工

事費でございます。 

 ２目事務費の６，１７２千円は、職員２名の人件費の一部などです。 

 ３目営業整備費の１，０００千円は、量水器の２４０戸分です。 

 ２項企業債償還金３２，１０３千円は、平成２４年度までに借り入れました企業債

償還金の元金です。 

 戻りまして、７ページをお願いいたします。 

 ２６年度より新公営企業会計への適用になり、従前の資金計画に代わり、予定キャ

ッシュフロー計算書が義務付けられました。業務活動、投資活動、財務活動のキャッ

シュフローとなり、資金減額が３６，５５３千円余となり、期首残高が１９８，９６

５千円余で、期末残高が１６２，４１２千円余で、資金不足は生じないと言うことに

なります。 

 １８ページから１９ページをお願いします。 

 同様に、新地方公営企業会計の適用になり、注記が必要になっております。 

 １番、重要な会計方針に係る事項に関する注記、２番、みなし償却制度廃止に伴う

経過措置に関する注記、３番、リース契約により使用する固定資産に関する注記を記

載をしております。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これから、議案第１９号「平成２６年度筑前町水道事業会計予算について」を、採

決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第１９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、議案第１９号「平成２６年度筑前町水道事業会計予算について」は、

原案のとおり可決されました。 

 委 員 長  議案第２０号「平成２６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算について」を、

議題とします。 

 説明を求めます。 

都市計画課長 
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都市計画課長  議案書の一番最後、３０ページをお願いいたします。 

 議案第２０号「平成２６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算について」 

 平成２６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。 

 平成２６年３月４日付、町長名でございます。 

 別冊の予算書をお願いいたします。 

 予算書の１ページでございます。 

 平成２６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算 

 平成２６年度筑前町の工業用地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１００千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。ということでございます。 

 歳入歳出予算ともにですね、款項目ともに項目が非常に尐ないために、７ページの

事項別明細書での内訳でご説明をさせていただきます。 

 最初に７ページでございます。 

 歳出、１款１項１目工業団地造成事業、本年度予算１，９００千円、前年度予算１，

５３７千円で、比較で３６３千円の増でございます。 

 内訳といたしましては、１５節の工事請負費に１，９００千円を計上いたしており

ます。 

 工業用地維持工事ということで、調整池等の維持管理工事ということでございます

が、雑草の管理を、草刈です。具体的には草刈を行うことにいたしております。 

 それと工業用地内に調整池の、従前につくっておった分がございますけれども、そ

ちらは周りをフェンスで囲んでおりますけれども、フェンス帯の草が非常に刈りにく

いということで、そこのコンクリート張り工事を計画いたしております。合計で１，

９００千円でございます。 

 続いて２款予備費、１項１目予備費でございます。昨年同様に２００千円を計上さ

せていただいております。 

 続いて６ページの歳入でございます。 

 １款１項１目一般会計繰入金ということで、一般会計から１，５８１千円を繰り入

れます。前年度対比の２４９千円の増でございます。 

 ４款１項１目繰越金でございます。昨年度からの繰越金５１９千円を充当させてい

ただきます。昨年度よりも１１４千円の増でございます。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これから議案第２０号「平成２６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算につい

て」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 議案第２０号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２０号「平成２６年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算に




